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令和６年第１回長万部町議会定例会（第１日目）

◎招集年月日 令和 ６年 ３月 ７日（木）

◎招集の場所 長万部町役場 議場

◎開 議 日 時 令和 ６年 ３月 ７日（木） 午前１０時００分

◎応 招 議 員（９名）

１番 辻 義 雄 ６番 高 森 功 治

２番 橋 本 收 司 ７番 長 﨑 厚

３番 辻 紀 樹 ８番 高 橋 克 英

４番 大 谷 敏 弥 ９番 村 川 毅

５番 北 川 佳 嗣 10番 柏 倉 恵里子

◎不応招議員（１名）

２番 橋 本 收 司

◎出 席 議 員 応招議員に同じ

◎欠 席 議 員 不応招議員に同じ

◎地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名

町 長 木 幡 正 志 建 設 課 長 上 野 訓

副 町 長 佐 藤 英 代 水 道 ガ ス 課 長 中 里 博 也

総 務 課 長 佐 藤 久 出 納 室 長 岡 野 喜美雄

まちづくり推進課長 中 山 裕 幸 消 防 長 沼 田 明 宏

新 幹 線 推 進 課 長 岸 上 尚 生 病 院 事 務 長 本 前 武 広

税 務 課 長 田 中 浩 病院事業推進室長 加 藤 典 明

税 務 課 参 事 佐 藤 修 教 育 長 近 藤 英 隆

町 民 課 長 佐 藤 剛 社 会 教 育 課 長 神 野 隆 之

保 健 福 祉 課 長 岡 部 忠 選挙管理委員会書記長 佐 藤 久

子ども子育て支援室長 田 野 憲 哉 監 査 事 務 局 長 増 田 理 恵

産 業 振 興 課 長 小 川 洋 農業委員会事務局長 小 川 洋

農 業 政 策 室 長 濱 谷 陽 一

◎本会議に職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局 長 増 田 理 恵

事 務 局 主 幹 佐々木 学

議 事 係 吉 井 雄 貴
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◎議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 町政執行方針及び教育行政執行方針並びに予算大綱説明

日程第４ 議案第１号 長万部町犯罪被害者等支援条例

日程第５ 議案第２号 長万部町行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例

日程第６ 議案第３号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

日程第７ 議案第４号 長万部町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

日程第８ 議案第５号 長万部町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例

日程第９ 議案第６号 長万部町手数料条例の一部を改正する条例

日程第10 議案第７号 長万部町在宅福祉支援事業に関する条例の一部を改正する条例

日程第11 議案第８号 長万部町介護保険条例の一部を改正する条例

日程第12 議案第９号 長万部町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の

基準に関する条例の一部を改正する条例

日程第13 議案第10号 長万部町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例

日程第14 議案第11号 長万部町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に

関する条例の一部を改正する条例

日程第15 議案第12号 長万部町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準等に

関する条例の一部を改正する条例

日程第16 議案第13号 長万部町給水条例の一部を改正する条例

日程第17 議案第14号 長万部町水道技術管理者の資格基準等に関する条例の一部を改正

する条例

日程第18 議案第15号 長万部町土地開発基金条例を廃止する条例

日程第19 議案第16号 長万部町生活交通確保対策基金条例を廃止する条例

日程第20 議案第17号 町道の路線変更について

日程第21 議案第18号 議決の変更について

（工事委託契約の締結（長万部町公共下水道根幹的施設の建設工事）)

日程第22 議案第19号 令和５年度長万部町一般会計補正予算（第12号）

日程第23 議案第20号 令和５年度長万部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

日程第24 議案第21号 令和５年度長万部町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

日程第25 議案第22号 令和５年度長万部町介護保険特別会計補正予算（第４号）

日程第26 議案第23号 令和５年度長万部町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）

日程第27 議案第24号 令和５年度長万部町ガス事業会計補正予算（第３号）

日程第28 議案第25号 令和５年度長万部町病院事業会計補正予算（第３号）

日程第29 議案第26号 令和６年度長万部町一般会計予算
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日程第30 議案第27号 令和６年度長万部町後期高齢者医療特別会計予算

日程第31 議案第28号 令和６年度長万部町国民健康保険特別会計予算

日程第32 議案第29号 令和６年度長万部町介護保険特別会計予算

日程第33 議案第30号 令和６年度長万部町ガス事業会計予算

日程第34 議案第31号 令和６年度長万部町水道事業会計予算

日程第35 議案第32号 令和６年度長万部町公共下水道事業会計予算

日程第36 議案第33号 令和５年度長万部町病院事業会計予算

日程第37 諮問第１号 人権擁護委員の推薦について
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◎開会・開議宣告・議事日程

１０時００分 開会

○議長（柏倉恵里子） ただいまの出席議員は９名であります。

定足数に達しておりますので、これより令和６年第１回長万部町議会定例会を開会いたします。

なお、欠席届が橋本議員よりありました。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。

◎諸般の報告

○議長（柏倉恵里子） 諸般の報告を事務局長からいたします。

増田事務局長。

○議会事務局長 (増田理恵) 諸般の報告をいたします。監査委員から１月分の例月出納検査結果

報告書、及び渡島廃棄物処理広域連合議会議員から、会議結果報告書が提出されましたので、それ

ぞれの写しを配付いたしました。

次に、本定例会に議案等の説明のため、あらかじめ町長、教育長、その他執行機関およびそれぞ

れ委任または嘱託を受けた説明員の出席を求めております。以上であります。

○議長 (柏倉恵里子） 以上で諸般の報告を終わります。

◎会議録署名議員の指名

○議長（柏倉恵里子） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において３番辻紀樹議員、９番村川

議員を指名いたします。

◎会期の決定

○議長（柏倉恵里子） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は本日から３月１５日までの９日間にしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。

よって会期は本日から３月１５日までの９日間と決定いたしました。

◎町政執行方針及び教育行政執行方針並びに予算大綱説明

○議長（柏倉恵里子） 日程第３、町政執行方針及び教育行政執行方針並びに予算大綱説明を行いま

す。

はじめに町政執行方針を行います。
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木幡町長。

〔町長（木幡正志）登壇〕

○町長（木幡正志） 令和６年第１回町議会定例会の開会にあたり、町政執行に対する所信と町政

運営の基本的な考え方を申し上げます。

私は、町長の重責を担わせていただいて以来、長万部町のさらなる発展と町民生活の向上を目指

し、町政の執行にあたってまいりました。この間、議員各位をはじめ、町民のみなさまから寄せら

れた温かいご支援、ご協力に対し、心から感謝とお礼を申し上げます。

昨年を振り返りますと、令和２年度から新型コロナウイルス感染症の影響により、全寮制教育を

一時中止しておりました東京理科大学北海道・長万部キャンパスの再開、４年ぶりに開催した「お

しゃまんべ毛がにまつり」など、まちの賑わいの創出と活性化により、住民生活はもとの姿を取り

戻しつつあります。

また、１１月１日、開礎１５０年・町制施行８０年記念式典を学習文化センターで開催し、幾多

の苦難を乗り越え本町を発展させてきた先人のたゆまぬ努力に感謝し、さらに限りない未来への発

展を誓ったところであります。

地方を取り巻く環境は、人口減少、少子高齢化の進展など、依然として厳しい状況にありますが、

町政の執行にあたっては、将来の北海道新幹線長万部駅開業を見据えながら、第４次長万部町まち

づくり総合計画に則り、本町が地域の資源や人材を活かしながら、将来に向かって住み続けたいま

ち、自主・自立したまちであるために、町民の参加と合意による個性的なまちづくりを進めること

を目指し、各種施策の実現に全力を挙げて取り組んでまいる所存であります。

今後も、町民一人ひとりの思いを大切に町政を進めてまいりますので、議員各位をはじめ町民の

みなさまの一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

それでは、町政執行の主要施策について申し上げます。

はじめに、ガス・温泉管理について申し上げます。令和４年９月からガス噴出が停止している神

社付近のＲ５号井は、現況は小康状況で大きな変化は見られませんが、ガス再噴出の可能性も否定

できない状況にあるため、今後も専門家や関係機関と連携を図りつつ、モニタリング調査等を継続

してまいります。

また、天然ガス事業所では、令和５年度から東京理科大学への温泉供給用としてガス圧縮機１台

を設置して２４時間稼働しておりますが、新たにバックアップ用圧縮機を導入することで、機械ト

ラブルが発生した場合や定期的な交互運転により圧縮機本体の耐用年数を延ばし、長期的な視点で

事業費の圧縮を図ってまいります。

次に、防災関係及び交通安全対策について申し上げます。防災関係では、「長万部町水災害避難

啓発動画」を活用した地区別防災出前講座を開催するとともに、長万部町地域防災計画の改訂業務

を進めてまいります。また、引き続き災害時に使用する避難用寝具や非常食等の計画的な整備や長

万部町防災の日（７月１２日）に合わせて災害パネル展等を開催し、防災意識の高揚に努めてまい

ります。

交通安全対策では、長万部町交通安全指導員協議会を中心に、関係機関、団体と連携し、旗の波

運動や街頭指導を実施しながら、交通弱者である高齢者の交通事故防止や児童生徒の交通安全の確

保を重点として、町民一人ひとりの安全意識の高揚を図り、交通事故の減少と死亡事故の撲滅を目

指してまいります。

次に、東京理科大学北海道・長万部キャンパスについて申し上げます。４月８日、全国各地から



- 6 -

東京理科大学経営学部国際デザイン経営学科の学生が入寮いたします。当日は、感染症対策を万全

にされての入寮となるため、それぞれが公共交通機関で来町されることから、町民のみなさまと静

かに温かい気持ちで迎えてあげたいと考えております。入寮後につきましては、学生と町民がイベ

ントや各種行事で積極的に交流しながら、まちの賑わいの創出と活性化に繋げていけるよう図って

まいります。今後も大学との良好な関係を維持し、さらなる連携・協力を積極的に推進してまいり

ます。

次に、ふるさと納税について申し上げます。長万部町まちづくり基本条例による「ふるさと納税」

の取組につきましては、寄附サイト及び返礼品登録事業者の追加、新たな返礼品の発掘、各寄附サ

イトの返礼品画像について、魅力ある写真掲載や返礼品説明の制作、ふるさと納税関連イベントへ

の参加やＰＲ広告の掲載など積極的に実施してまいります。

さらに、企業版ふるさと納税につきましては、地方創生及び持続可能なまちづくりを実現させる

ため、寄附企業にとって魅力のあるプロジェクトを立案してまいります。

次に、脱炭素の推進について申し上げます。本町の脱炭素推進の取組としましては、役場庁舎や

学習文化センターに太陽光発電設備と蓄電池を設置し、公用車として電気自動車と充電設備を導入、

また、公共施設照明をＬＥＤ化するなど、脱炭素の推進を図っており、「ゼロカーボンシティ長万

部」を宣言しました。

また、北海道においては「ゼロカーボン北海道」を掲げ、再生可能エネルギーの積極的な導入を

図ることで、地域の活性化や新たな産業と雇用の創出に取り組んでおり、こうした情勢を踏まえ渡

島檜山の全１８市町村からなる「函館渡島檜山ゼロカーボン北海道推進協議会」が、本年２月に設

立され、本町も構成員として参加しており、国や北海道と連携しながら取組を進めてまいります。

さらに、脱炭素の推進に有力となる風力発電事業が町内においても計画されており、町民のみな

さまに対しては、事業に対する理解をいただけるよう環境影響評価法に基づく実施事業者による住

民説明会等が予定されております。

次に、長万部駅前周辺における都市整備について申し上げます。まちづくりの基本方針を定めた

「長万部都市計画マスタープラン」に基づき、町内の総合的な交通ネットワークを構築することを

目的に、現在の長万部駅の場所に東西市街地を結ぶ自由通路と駅西口広場、アクセス道路及び高架

下滞留空間の整備を目指してまいります。

また、商業区域の再編と津波避難施設を兼ねた防災駐車場や商業施設の誘致、昨年道道に昇格し

た本町通の拡幅整備、並びに住環境の良い優良住宅地の造成を見据えて土地区画整理事業の実施を

目指してまいります。令和６年度は、避難場所として機能が期待される高架下滞留空間について基

本設計を実施し、鉄道事業者などの関係機関と協議を進めてまいります。

駅東口広場につきましては、北海道が整備する方向で、整備に向けて北海道など関係機関との協

議を進めてまいります。さらに、土地区画整理事業につきましては、都市計画決定に向けての調査

・準備と、権利者への説明を引き続き進めてまいります。

次に、北海道新幹線建設工事関係について申し上げます。新幹線の地上部である明かり区間につ

きましては、令和５年度中にすべての地上部の建設工事が発注済みで、これに伴い新幹線と交差す

る道路や河川などの支障移転や付け替え協議、用地買収や支障物件の移転などについて、町民のみ

なさまの生活にできる限り支障が生じないよう最大限に配慮するとともに、事業が円滑に推進でき

るよう、建設主体である鉄道運輸機構との連携を密にして対応してまいります。

次に、高齢者福祉対策及び介護保険事業について申し上げます。令和６年度から令和８年度まで



- 7 -

の３年間を計画期間とする「共に支え合い、長寿で豊かなまちづくり」を基本理念とした第９期長

万部町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、「健康寿命の延伸と元気高齢者の活躍推

進」、「安心・安全に暮らせる環境づくり」、「多様な暮らしを支え合うまちづくり」を目標に取組を

進めてまいります。

高齢者の方々が、可能な限り住み慣れた地域で日常生活を営むことができる地域包括ケアシステ

ムの深化・推進を目指し、社会福祉協議会をはじめとする関係機関との連携のもと、相談や見守り

体制等の生活支援サービスの体制整備、医療・介護連携の推進、認知症の総合的な対策に取り組ん

でまいります。

さらに、地域包括支援センターでは高齢者の総合相談を行い、関係機関と連携を図りながら必要

なサービスにつなげ、高齢者がいつまでも元気に暮らしていけるよう、在宅での生活を支える介護

予防事業等を推進し、介護保険事業の安定とサービス向上に努めてまいります。また、高齢者のみ

なさまがその能力や経験を活かし積極的に社会参加ができるよう、地域敬老会への助成、老人クラ

ブの活動支援、タクシー料金の助成、福祉バスの運行、入浴料金助成事業などを継続して実施して

まいります。なお、第９期計画に基づく介護保険料率の変更や国が定める介護サービスの基本等に

関する省令の改正に伴う関係条例等の一部改正を、本定例会に提案いたしております。

次に、障がい者福祉関係について申し上げます。障がい者施策の基本計画として、第４次長万部

町障がい者基本計画と、第７期長万部町障がい福祉計画（第３期長万部町障がい児福祉計画）をも

とに、「障がいのある人もない人も、だれもが自立し、安心して暮らし支え合う町」を目指して、「地

域生活の相談体制と支援体制の充実」、「自立と社会参加の促進」、「バリアフリー社会の実現」、「障

がい児の健やかな育成のための発達支援」を基本的視点に取組を進めてまいります。

障がいのある人とない人がともに地域の中で暮らしていくことができるよう、障がいに対する理

解促進を図り、相談支援体制や情報提供の充実・強化を図るとともに、個々に応じた的確なサービ

スの提供に努めてまいります。また、町内に在住する障がいのある方が集まり、軽作業を行うこと

で生きがいを見いだすことができる場所として、地域活動支援センター事業を継続してまいります。

次に、町民の健康増進について申し上げます。町民の「健康寿命の延伸と健やかな暮らしを実現

する」を基本理念とした長万部町健康づくり計画に基づき、「健やかに産み育てる」、「生活習慣病

の予防と悪化の防止」、「こころの健康保持」を目標に、家庭や教育関係機関、町内会等の地域団体

と連携し、健康づくりの推進に取り組んでまいります。

安心して子どもを産むことができる環境づくりを推進するため、妊婦一般健診、新生児聴覚検査、

不妊・不育治療に要する費用の一部を助成し、経済的支援を行ってまいります。また、妊娠期から

出産・子育てまで切れ目なく支援する必要なサービスにつなぐ伴走型の相談支援を充実してまいり

ます。食育では、幼少期から食への関心を持ち、栄養や食の安全への理解を深め、健康的な食生活

を実践できるよう支援してまいります。

生活習慣病の予防と悪化の防止では、少年期からの知識の普及や良い生活習慣についての周知、

健診の重要性についての啓蒙に努めてまいります。また、こころの健康保持では、面談や電話によ

る相談事業を継続してまいります。

次に、児童福祉関係について申し上げます。町立保育所では、職員体制の充実を図るとともに保

護者のご協力をいただきながら、保育サービスや保育環境の充実に努めてまいります。また、保育

所内に設置している子育て支援センターでは、みんなの広場や遊びの広場など親子遊びの場の提供、

子育て相談など、子育て支援の充実に努めてまいります。
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幼児教育・保育の無償化により、引き続き子育て世代への負担軽減を図るとともに、拡大して実

施しております町内の保育所、認定こども園に２人以上で入所の就学前第２子以降の児童の無料化

についても継続し、子育て支援の拡充を図ってまいります。

学童保育につきましては、民間事業者に委託し、昼間、留守家庭の児童の放課後等に適切な遊び

や生活の場を提供し、児童の健全な育成を図っており、引き続き実施してまいります。

次に、生活環境関係について申し上げます。私たちの暮らしに関わる環境問題対策への取組は、

町民一人ひとりが、意識を持って環境負荷の少ない生活様式へと転換させていくことが大切であり

ます。「混ぜればごみ、分ければ資源」の言葉どおり、自然に優しい循環型の地域社会づくりを目

指すため、ごみ減量化の一環として、生ごみ堆肥化容器購入補助や廃食用油、衣類等の無料回収を

継続して実施してまいります。海岸漂着物の回収・処理につきましては、補助事業を利用して静狩

地区・旭浜地区・長万部地区について実施してまいります。

そのほか、低炭素まちづくりに向けて節電対策を強化するため、各団体が管理している街路灯の

電気料金の補助及び設置改良補助を継続し、地域のみなさまに補助制度をご活用いただき、省エネ

ルギー機器交換の推進と維持管理の負担軽減を図ってまいります。

空家対策事業として、町民のみなさまが安心して生活することができる環境を確保するため、倒

壊や屋根・外壁等の部材が飛散するおそれのある空家の解体工事に係る費用の一部を補助する制度

を継続して実施してまいります。

次に、農業振興について申し上げます。農業経営の安定的発展を図るため、酪農ヘルパー利用組

合や乳牛検定組合等に対する助成をしてまいります。また、生産者のコスト低減と労働力軽減を図

るため、町営による公共牧場を継続してまいります。

肉用牛は、町有貸付牛の貸付けを引き続き行うとともに、農業共済組合や農業改良普及センター

等と連携し、生産者の技術支援や巡回指導等に努めてまいります。

道営草地整備事業は、今年度より４か年計画で公共牧場を含めた実施計画区域で、草地整備改良

１３２.２ヘクタール、草地造成改良４８.９ヘクタール、暗渠排水８４.２ヘクタールなどの整備

事業を実施してまいります。各地区の農地及び営農用水施設等の維持管理につきましては、多面的

機能支払交付金事業を実施し、保全活動の支援をしてまいります。

農業担い手確保対策につきましては、長万部町農業振興協議会を中心に、農業者、行政、関係団

体の役割を明確にしながら、意欲ある若者を全国から受け入れるため研修先の確保に加え、就農ま

でのサポート体制の整備を進めてまいります。

次に、林業振興について申し上げます。町有林造林事業としては、町有林の多面的な機能をより

一層充実させるため、地拵・植栽、下刈、間伐事業などの一体的な森林整備を実施してまいります。

民有林保育事業では、「豊かな森づくり推進事業」による造林奨励事業補助を行うとともに、町

単独事業として「町有林造林推進下刈奨励事業」による下刈事業補助を行い、林業振興と森林機能

の向上に努めてまいります。

分収造林事業としては、分収造林契約地の下刈、作業道修繕事業などを実施してまいります。道

営事業は、豊津地区の町有林及び民有林事業推進のため、平成１７年度から実施している基幹林道

豊津・黒岩線整備を引き続き進めてまいります。

有害鳥獣対策では、ヒグマやエゾシカに加え、キツネやアライグマ等の小動物による農業被害も

増加傾向にあるため、緩衝帯整備や戸締りの徹底等により物理的な侵入経路を塞ぐなどの対策を徹

底すると同時に、農林漁業被害の未然防止及び特定外来生物の侵入・定着阻止のため、長万部町鳥
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獣被害防止対策協議会がその取組の中心となり、関係機関と連携をし、これらを捕獲するためのわ

なを被害箇所周辺等に設置することで個体数の調整を図り、効果的な対策を実施してまいります。

次に、漁業振興について申し上げます。本町の令和５年におけるホタテ貝養殖漁業の漁獲量及び

漁獲金額は、漁獲量で１万３,７１１トン、漁獲金額では５０億９,７６３万円となり、前年と比較

し、漁獲量では２０パーセントの減、漁獲金額では９.２パーセントの減となりました。ホタテの

生育状況は、本年２月に渡島北部地区水産技術普及指導所が調査した結果、おおむね良好な生育と

なっておりますが、引き続き、各関係機関と連携し、注意深く生育調査等を行ってまいります。

漁業振興では、漁港街路灯電気料の補助を行い、漁家経営の安定化と健全な育成を進めてまいり

ます。水産物供給基盤機能保全事業では、北海道が事業主体となり、長万部漁港及び大中漁港の機

能保全工事や静狩漁港の漂砂対策として、防砂堤の新設工事を行うことが決定されております。

次に、商工・観光振興について申し上げます。人口減少に加え、長期化するエネルギー・食料品

価格等の物価高騰の影響によって、地域経済は厳しい状況が続く中、本町の商工業の振興を図るた

め商工会への運営費助成を行ってまいります。また、中小企業の育成と経営安定のため、商工会と

連携し、中小企業融資資金の貸付けを行い、利子補給を実施してまいります。

多目的活動センターあつまんべにつきましては、町内・町外の団体問わず、各種イベントや会議

に利用いただいており、木育コーナーも親子の憩いの場となっております。今後も積極的に活用し

ていただき、地域振興が図られるよう利用を推進してまいります。

観光振興では、ＪＲ長万部駅舎内に設置されている長万部観光協会による観光案内所は、本町の

観光案内はもとより名産品販売所として広く知られており、観光客や町民の方に利用され、地域経

済への寄与が見受けられております。令和６年度も引き続き助成を行い、観光の拠点となる案内所

の運営強化を図ってまいります。また、本町の大きな観光資源のひとつであります長万部温泉の温

泉井維持管理事業に助成し、温泉施設の安全と安定供給に努めてまいります。

さらに、開催を前提に、本町の一大イベントであります「おしゃまんべ毛がにまつり」に助成し、

地域特産物のＰＲを積極的に行い、町内外の各団体との連携を強め、地域の活性化を図り、観光の

ブランド化を進め、さらなる観光振興・地域振興に努めてまいります。

次に、労政関係について申し上げます。人口減少の影響や物価高騰により、全国的に雇用情勢は

不安定となり、厳しい状況にあります。本町としては、良質で安定的な雇用を維持するため、引き

続き渡島檜山北部通年雇用促進支援協議会等関係機関と連携を密にし、求人情報や各種事業等の周

知を進めるとともに、国や北海道と連携して雇用の確保を積極的に行ってまいります。

次に、消費生活相談関係について申し上げます。近年の消費生活相談の多様化に伴い、高度な対

応ができる「函館市消費生活センター」への相談引き継ぎ体制を整えております。また、北海道が

交付する地方消費者行政強化事業補助金を活用し、担当職員を専門的な研修に派遣することにより

資質向上を図り、さらなる消費生活相談体制の充実に努めてまいります。

次に、建設関係について申し上げます。土木事業では、長万部町橋梁長寿命化修繕計画に基づき、

町道橋２５橋の法定点検並びに町道橋２橋の修繕設計及び２橋の修繕工事を道路メンテナンス補助

事業を活用して実施してまいります。北海道新幹線建設に伴う新開地区、町道長万部中の沢線、新

開公園線の付替工事は令和５年度に着手し、令和６年度までの２か年で実施中であります。

河川維持事業では、長万部町河川堆積土砂管理計画に基づき、町内普通河川の堆積土砂除去工事

を緊急浚渫推進事業にて３河川分実施するほか、一昨年の大雨により護岸が大きく損壊している普

通河川田尻川は、緊急自然災害防止対策事業を活用して護岸修繕工事を実施してまいります｡
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そのほか、町道の舗装補修工事及び側溝改良工事や排水路の清掃などについて、計画的に実施し

てまいります。

公園事業では、令和５年度実施の劣化調査結果に基づいて、ふれあい公園のステージ屋根撤去工

事を実施してまいります。

公営住宅事業では、夜間停電時における入居者避難時の安全確保のため、町営住宅はまなす第２

団地の共用廊下の階段に設置している非常照明用器具の交換工事を実施してまいります。また、北

海道新幹線建設に伴う町営住宅南部団地移転に係る新団地建設につきましては、令和６年度は高砂

地区の７棟１４戸の住宅建設及び外構整備工事と、令和７年度建設分の実施設計業務を社会資本整

備総合交付金事業を活用して実施してまいります。そのほか、住宅施設や設備の維持、修繕など、

計画的に実施してまいります。

次に、ガス事業について申し上げます。令和５年度の経営状況は、町内経済も徐々にコロナ禍以

前の状況へ回復しつつあり、ガス販売量は微増傾向となっておりますが、単年度収支では赤字が見

込まれております。

令和６年度の主な事業としては、ガス供給設備改修工事や北海道新幹線建設に伴うガス本支管移

転工事等を実施してまいります。収益は、需要家の減少等に伴い、昨年よりガス売上の微減を見込

んでおり、あわせて原料費や施設修理費等の増加により、単年度収支で赤字の見込みとなっており

ます。また、現在のガス料金予定は、国庫補助事業により５月料金分までは１立方メートルあたり

税込み１５円の値引きを実施してまいります。ガス事業につきましては、今後も厳しい経営環境で

はありますが、保安の確保と安全性の向上に努めるとともに、健全な経営を図るよう努力してまい

ります。

次に、水道事業について申し上げます。令和５年度は、給水件数、給水量ともに１月末現在で、

前年度より若干上回ることや経費等の節減により、当初は赤字予算でありましたが単年度収支で、

収支の均衡が見込まれております。

令和６年度の主な事業として、北海道新幹線建設に伴う配水管付替工事や静狩地区３号井関連事

業費用を計上しております。収益は、前年並みの給水収益を見込んでおりますが、動力費や施設修

理費等の増加により、単年度収支で赤字の見込みとなっております。水道事業につきましては、今

後とも経費の節減を図り効率的な事業運営を実施し、安全な水の安定供給に努めてまいります。

次に、公共下水道事業について申し上げます。公共下水道事業の利用状況は、令和６年１月末現

在、供用開始区域内人口３,５０４人に対し、下水道接続人口は３,０２２人で、水洗化率８６.２

パーセントとなっております。本事業につきましては、令和６年度から公営企業会計へ移行するこ

とになりますが、今後も快適な生活環境づくりに向け、水洗化の普及促進に努め、自主財源の適正

な確保と経営の効率化を進めてまいります。

また、汚水処理施設では、し尿・浄化槽汚泥等をスムーズに受け入れて順調に稼働処理を行って

おり、令和６年度も引き続き万全の体制で事業を実施してまいります。あわせて、北海道新幹線建

設に伴う汚水管移設工事関連業務及び下水道ストックマネジメント計画に基づく終末処理場更新工

事を継続して実施してまいります。

次に、病院事業について申し上げます。町立病院につきましては、地域医療を支える町内唯一の

病院として、さらには緊急告示病院として、内科医師３名、外科医師１名による診療体制を整え、

毎週火曜日と金曜日は北大小児科から医師１名の派遣による小児科診療、整形外科は毎月２回、眼

科は２か月に１回、それぞれ函館市内の民間病院から医師の派遣を受け診療にあたってまいります。
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土曜日・日曜日の救急医療につきましては、北大病院、市立函館病院などから医師の派遣を受け診

療を実施してまいります。発熱外来につきましては、新型コロナウイルス感染症の収束が見込めな

い中で、当面の間、継続してまいります。今後も、地域に根ざした住民から信頼される病院づくり

を目指してまいります。

次に、消防関係について申し上げます。近年の複雑多様化、大規模化する火災や災害に対応する

消防体制を確立するため、消防職員の教育・訓練を行い、技能の向上に努め、住民が安心して暮ら

せるまちづくりを推進してまいります。

火災予防につきましては、住宅用火災警報器の設置から１４年が経過しているため、早期更新の

普及啓発を推進し、あわせて悪質な訪問販売などに注意するよう周知してまいります。

救急業務につきましては、令和５年度に補助金を活用して高規格緊急自動車の更新整備を行いま

した。また、救急救命士を医療研修機関に派遣し、必要な知識技術を修得させるなど、救急隊員の

資質向上を図ってまいります。

消防団につきましては、消防団員の技術向上や国が定める装備基準に基づき装備資機材を計画的

に整備し、団員の安全確保に取り組んでまいります。

以上、町政執行の概要について申し述べましたが、日々の変化を鋭敏に感じ取り、町民のみなさ

まの声に耳を傾けながら、ともに汗を流し地域づくりに邁進する決意であります。町議会並びに町

民のみなさまのご理解とご協力を心からお願いを申し上げます。以上です。

訂正お願いします。３頁７行目、「まちづくり基本条例」と申し上げましたけど「まちづくり基

金条例」に訂正していただきたいと思います。５頁１５行目、「基本等」と申し上げましたが「基

準等」に訂正していただきたいと思います。７頁２２行目、「農業経営」と申し上げましたが「酪

農経営」に訂正をお願いいたします。１６行目、「町有林」と申し上げましたが「民有林」に訂正

いたします。１１頁２１行目、「移転工事」と申し上げましたが「移設工事」と訂正申し上げます。

大変申し訳ございませんでした。

〔町長（木幡正志）自席へ〕

○議長（柏倉恵里子） 以上で町政執行方針を終わります。

次に、教育行政執行方針を行います。

近藤教育長。

〔教育長（近藤英隆）登壇〕

○教育長（近藤英隆） 令和６年第１回長万部町議会定例会の開会にあたり、長万部町教育委員会

が所管する教育行政の基本的な考え方について、主な施策等を分野ごとに申し上げます。

学校教育について。児童生徒の安全確保に向けた取組。北海道はこれまで、夏季は比較的涼しく、

過ごしやすい地域とされてきましたが、近年は真夏日や猛暑日が増加するなど気象状況が大きく変

化しております。児童生徒の生命や健康を保護する観点から、令和６年度より夏季休業日を２５日

間から３０日間と期間を長くするとともに普通教室や特別支援教室にポータブルクーラーを設置

し、熱中症事故等の防止に努めてまいります。

ＩＣＴを活用した教育活動の推進。ＧＩＧＡスクール構想に伴うＩＣＴ環境整備により、ＩＣＴ

活用教育が学校においても定着してまいりました。今後も効果的な活用が進められるよう教職員の

スキルアップを支援し、子どもたちが必要とする教育環境の整備に努めてまいります。

学校間連携による教育活動の充実と高等学校支援。小学校教育との円滑な接続のため、幼児と児

童の交流や教員の意見交換の機会を設けるなど、幼保小連携を進めてまいります。また、小中高連
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携については、「長万部町教育連携会議」などを活用し、共通で取り組むべき課題を整理・検討し、

教育活動の更なる充実を図ってまいります。

長万部高等学校の生徒確保に向け、各種補助制度やスクールバスの活用などの支援を引き続き行

い、魅力ある高校づくりを進めるため、協力してまいります。

東京理科大学との連携については、学生と児童生徒の交流等も含め、積極的に協議を進めてまい

りたいと考えております。

学校、家庭、地域社会の連携・協力の推進。安全で安心な校内外生活を送ることができるよう、

ＰＴＡや学校運営協議会と連携を図り、学校、家庭、地域社会が一体となり「地域とともにある学

校づくり」を推進してまいります。

学力・体力向上への取組。児童生徒の学習に対する理解度の把握に努め、授業内容の工夫やＩＣ

Ｔの活用など、学力向上に繋げるための授業改善を進めてまいります。また、デジタル教材を活用

した家庭学習に取り組むなど、家庭学習の習慣付けも進めてまいります。

児童生徒の実態と課題を全国や北海道の結果等と比較分析し、学校における体育・健康に関する

指導方法を改善するなど、体力向上を進めてまいります。

特別支援教育への取組。「特別な教育的支援を必要とする児童生徒」には、学校内の教職員同士

が協力し、児童生徒を支援する体制づくりを進めてまいります。

また、教育支援委員会議などを通じて、幼稚園・保育所・保健福祉課との情報連携を図り、就学

前からの情報収集に努め、就学指導を適切に実施してまいります。

いじめ防止・不登校等児童生徒への取組。いじめの問題については、学級活動や道徳の中で、児

童生徒一人ひとりが「いじめは絶対に許されない行為」という強い意識を持たせるための取組を進

めてまいります。また、いじめの把握をするため、アンケートを実施し、いじめの早期発見に繋げ、

問題解決に取り組んでまいります。

不登校等児童生徒については、学校適応指導専門員の配置と北海道教育委員会事業を活用したス

クールカウンセラーの配置を行うなど体制を整備し、学校に対しては、定期的な家庭訪問や保護者

との連絡を取り合うなど、不登校の解消に向けた対応を進めるよう指導してまいります。

学校施設の維持・管理と通学路の安全確保。児童生徒にとって安全で安心な学校施設の維持・管

理のため、随時、安全性の点検・確認を実施し、適切な修繕などを実施してまいります。また、通

学路の点検と町民や保護者などからの危険と思われる場所や不審者に関する情報提供に可能な限り

迅速に対応し、児童生徒の安全確保に努めてまいります。

学校給食について。安全・安心な給食の提供。「安全・安心でおいしい給食」の提供については、

成長期にある児童生徒の心身の健全な発達のために、栄養バランスのとれた献立内容の工夫に努め

るとともに、「学校給食衛生管理基準」に基づく衛生管理の徹底に努めてまいります。

また、原材料価格の動向を見極め、食材を工夫しながら、地元食材の使用に努めるとともに、食

材の値上がりにより給食費負担金が保護者の負担増とならないよう、食材購入費を補てんしてまい

ります。さらに、老朽化した施設及び機械設備の更新や補修などを実施し、調理環境の整備に努め

てまいります。

食育の推進。食育については、地元食材を取り入れながら、食べ物を無駄にしない意識の醸成と

定着を図り、食に対する知識やマナーなどを身につけるための指導を進めてまいります。また、食

育の実現には、学校・家庭・地域の連携が不可欠であるため、給食だよりやホームページなどによ

り、保護者などへの広報・啓発活動を継続的に実施してまいります。
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給食費の未納・滞納解消への取組。給食費の未納と滞納が発生しないようにするため、未納者へ

の通知や訪問、電話などによる督促のほか、児童手当からの特別徴収も実施してまいります。また、

今後も長万部町債権管理委員会と連携し、一層の滞納解消に努めてまいります。

社会教育について。生涯学習推進の取組。令和３年度からスタートした「第４次長万部町生涯学

習推進計画」に基づき、町民一人ひとりが自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、

社会教育関係団体との連携を図りながら、町民の生涯学習を推進して社会教育活動の発展に努めて

まいります。

地域活動やボランティア活動、各種団体・サークルなどへの支援を継続し、子どもから高齢者ま

で世代に応じた学習活動と体験活動の充実を図るとともに、学校・家庭・地域が連携した青少年の

健全育成活動を推進してまいります。

文化・図書館活動の取組。町民の心豊かで潤いのある生活を推進するため、各文化サークルと連

携し、文化活動に対する支援を行ってまいります。また、文化ホールを活用した舞台芸術鑑賞や発

表の機会を提供するため、長万部町文化協会と連携した取組を進めてまいります。

図書館活動として「第２期長万部町子どもの読書活動推進計画」に基づき、あやめ号の運行や読

み聞かせ会の実施等、学校・家庭・地域等を通じた読書活動を推進してまいります。また、町民の

読書習慣の定着を図るため、図書館から積極的に情報を発信し利用拡大を図りながら、親しみやす

い図書館を目指し、事業の充実を図ってまいります。

文化財保護・保存・活用の取組。本町の貴重な文化財であります、国指定史跡や、道指定天然記

念物のほか、静狩湿原の保護・保存活動を継続してまいります。また、工事等に伴う埋蔵文化財調

査についても、北海道教育委員会と連携して対応してまいります。

スポーツ活動振興の取組。スポーツ・レクリエーション活動を通じて、町民が健康で生きがいを

持てる環境作りを目指してまいります。長万部町スポーツ協会をはじめ、スポーツ少年団、学校及

び地域団体と連携し、団体活動の活性化や生涯スポーツの普及・定着にも努めてまいります。

スポーツを通じた社会参加の機会として、気軽に楽しむことができる軽スポーツレクリエーショ

ンなどを実施してまいります。また、プールのより一層の活用を図るため、Ｂ＆Ｇ財団と連携しな

がら、各種事業を実施してまいります。

社会教育施設の維持・管理。社会教育施設の維持・管理のため、随時、安全性の点検・確認を実

施し、適切な修繕・更新などを実施してまいります。

以上、教育行政執行方針の概要について申し述べましたが、今後も各種教育施策の検証と改善を

図りながら、教育関係者との連携を強化して、より信頼される教育行政の執行に努めてまいります。

〔教育長（近藤英隆）自席へ〕

○議長（柏倉恵里子） 以上で教育行政執行方針を終わります。

１１時００分まで休憩いたします。

１０時４８分 休憩

１１時００分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて予算大綱説明を行います。

木幡町長。

〔町長（木幡正志）登壇〕

○町長（木幡正志） 令和６年度各会計予算案について、その大綱をご説明申し上げます。
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政府は、昨年１２月に「令和６年度予算編成の基本方針」を閣議決定し、３０年ぶりとなる高水

準の賃上げや企業の高い投資意欲など、経済の先行きには前向きな動きが見られる一方、賃金上昇

は物価上昇に追いついておらず、個人消費は依然力強さを欠いているとし、令和６年度予算は、令

和５年度補正予算と一体として、少子化対策・こども政策の抜本強化を含む包摂社会の実現や防災

・減災・国土強靱化の取組を強力に推進するとともに、２０５０年カーボンニュートラルを目指し

たグリーン社会の実現に取り組み、地方活性化に向けた基盤づくりを推進し、重要な政策課題につ

いて必要な予算措置を講ずるなど、メリハリの効いた予算編成を行うとしております。

これら国の方針を踏まえ、本町の新年度予算編成にあたっては、税財源の確保はもとより、国の

取組と協調を合わせた歳出全般にわたる徹底した見直しを行い、本町が誇りと希望を持てるふるさ

ととして、未来に向かい永続的に発展できるよう、福祉の向上、産業の振興、教育の充実を柱に、

各種計画に則り令和６年度予算を編成いたしました。

各会計の予算規模は、一般会計が６０億１,７００万円、特別会計及び企業会計は、後期高齢者

医療・国民健康保険・介護保険・ガス・水道・公共下水道・病院の７会計が、合わせて４１億５,

１０４万２,０００円となり、一般会計及び特別会計並びに企業会計の合計は、１０１億６,８０４

万２,０００円で、前年度対比８億７,１４４万８,０００円の増となっております。

それでは、各会計ごとに主な内容について申し上げます。

はじめに、一般会計予算案についてご説明いたします。予算総額は６０億１,７００万円で、前

年度に比較して５億４,０００万円、９.９％の増となりました。増額となった主な要因は、町道長

万部中の沢線外道路付替工事、北海道新幹線建設負担金、新団地建設工事の増などによるものであ

ります。

歳出につきましては、議会費７,４９１万３,０００円で、前年度に比較し６５６万６,０００円

の増で、議会運営費と事務局経費を計上いたしました。

総務費は１２億５,６５６万５,０００円で、前年度に比較し２億１,５５１万２,０００円の増と

なります。歳出の主なものは、地域おこし対策４４８万５,０００円、長万部町史（続編）編さん

３３０万円、新幹線建設負担金２億１,９７７万８,０００円、生活交通確保対策１,１５４万６,０

００円、地域情報化７,７１１万３,０００円、交通安全対策１８０万円、ガス・温泉採取供給７,

５５３万５,０００円、防災対策１,２２９万１,０００円、防犯灯・街路灯整備５１７万２,０００

円、水柱被害住宅修繕支援８００万円、このほか一般管理費、徴税費、戸籍住民基本台帳費、選挙

費、統計調査費、監査委員費など管理部門の経費を計上いたしました。

民生費は１０億４,０２７万２,０００円で、前年度に比較し２,１１５万８,０００円の増となり

ます。歳出の主なものは、福祉センター運営７７２万１,０００円、高齢者生活支援６５７万４,０

００円、介護予防・生きがい活動支援４５２万６,０００円、在宅福祉支援１０３万円、老人福祉

バス運行４１７万５,０００円、高齢者生活福祉センター運営２,６００万円、高齢者入浴料金助成

１,０１０万円、在宅福祉サービス車購入６２２万７,０００円、巡回相談支援３３０万円、老人福

祉センター運営３４８万３,０００円、子ども・子育て支援事業計画策定４９５万円、さかえ保育

所エアコン設置工事１,１００万円、このほか心身障害者医療費、乳幼児等医療費、保育所に係る

児童措置費、国民健康保険特別会計繰出金、介護保険特別会計繰出金、後期高齢者医療特別会計繰

出金等に所要額を計上いたしました。

衛生費は５億３,４７６万２,０００円。前年度に比較し３,９４４万２,０００円の減となります。

歳出の主なものは、環境衛生整備６２０万円、渡島廃棄物処理広域連合負担金８,５６５万７,００
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０円、ごみ処理施設運営１億３,７４０万７,０００円、下水路整備７１５万円、汚水処理施設維持

管理４,２３８万２,０００円、このほか予防費、公害対策費、病院事業会計繰出金、水道事業会計

繰出金等に所要額を計上いたしました。

労働費は１３６万５,０００円で、前年度に比較し６,０００円の減で、労働金庫への貸付金１０

０万円と季節労働者への就労援助、団体運営に対する補助などを計上いたしました。

農林水産業費は３億３,０２０万２,０００円で、前年度に比較し４,５５５万５,０００円の減と

なります。歳出の主なものは、農業振興対策は、多面的機能支払交付金事業補助金等、農業振興と

して２４６万２,０００円、乳牛検定組合補助、酪農ヘルパー利用組合補助等、畜産振興として２

８１万７,０００円、長万部地区道営草地整備事業負担金等、農地振興として５,８０５万２,００

０円、公共牧場管理運営２,０１１万円、このほか農業委員会運営など管理部門の経費を計上いた

しました。林業振興対策は、町有林下刈事業、鳥獣捕獲補助等、林業振興として５,０６８万４,０

００円、分収造林１,４３９万７,０００円、森林基幹道豊津・黒岩線林道負担金３,０００万円を

計上いたしました。水産業振興費は、噴火湾渡島海域漁業振興対策協議会負担金、ホッキ貝資源高

度化利用試験事業補助等、水産業振興として３５７万円、水産基盤整備２,８９１万２,０００円、

水産物流通加工基盤強化対策４,０３２万４,０００円を計上いたしました。

商工費は４,８９４万９,０００円で、前年度に比較し２８６万１,０００円の増となります。歳

出の主なものは、商工会運営費補助、おしゃまんべ毛がにまつり事業補助、合宿誘致事業補助等、

商工振興として１,１０３万円、観光協会運営費補助、写万岳ハイキングコース維持管理事業補助、

長万部温泉井維持管理事業補助等、観光振興として１,３９１万８,０００円、多目的活動センター

運営９４０万２,０００円を計上いたしました。

土木費は１５億６,１０４万３,０００円で、前年度に比較し４億３９１万円の増となります。歳

出の主なものは、道路橋梁維持は、道路舗装・側溝補修等・除雪対策経費・ロータリ除雪専用車購

入として３億９,０８９万２,０００円、道路新設改良２億１,４２１万３,０００円、河川維持６,

５２４万円、都市計画５,２０５万１,０００円、公園環境整備１,９９７万４,０００円、町営住宅

整備８５８万円、町営住宅建設４億９,１７１万円を計上いたしました。

消防費は２億２９２万８,０００円で、前年度に比較し３,６６２万円の減となります。歳出の主

なものは、消防施設整備２,３０３万円、このほか消防本部、消防団に係る経費を計上いたしまし

た。

教育費は４億２,４１５万６,０００円で、前年度に比較し３,７５７万８,０００円の増となりま

した。歳出の主なものは、町民センター運営２４７万２,０００円、平和祈念館整備２２０万円、

学習文化センター運営３,０７５万８,０００円、スポーツセンター運営２,１５３万７,０００円、

青少年会館整備１２６万５,０００円、海洋センター運営１,４４７万５,０００円、学校給食セン

ター運営１億１０３万１,０００円を計上いたしました。

災害復旧費は、災害応急対策として１５万６,０００円を計上いたしました。

公債費、諸支出金、予備費は、それぞれ所要額を計上いたしました。

次に、歳入についてご説明いたします。町財政の根幹であります町税収入は６億１,２３９万１,

０００円で、前年度に比較し５９１万７,０００円、１.０％の増となります。

地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方

消費税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金は、合わせて２億２,

４０３万円を計上いたしました。
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地方交付税は、２３億４,０００万円で、前年度に比較し２,０００万円の減となります。普通交

付税は２１億９,０００万円、特別交付税を１億５,０００万円見込んでおります。

税収入、繰入金等の自主財源は、前年度に比較し１,２６９万５,０００円減の１６億４,０９８

万７,０００円を計上いたしました。その主なものは、財産収入２,４６５万９,０００円、使用料

及び手数料１億４,９４３万５,０００円、分担金及び負担金５,３８２万１,０００円、繰入金５億

７,１３６万８,０００円であります。

繰入金の内訳は、財政調整基金１億４００万円、減債基金１,５００万円、まちづくり基金３億

６,９７０万円、地域福祉基金２００万円、森林環境譲与税基金５９９万６,０００円、北海道新幹

線建設関連補償事業基金７,４６７万２,０００円、以上６基金からの繰入を計上いたしました。

国庫支出金や町債等の依存財源は、前年度に比較し５億５,６６９万５,０００円、１４.６％増

の４３億７,６０１万３,０００円を計上いたしました。内訳として、国庫支出金は５億３２６万１,

０００円で、主なものは、公営住宅建設２億２５０万円、自立支援給付負担金８,７７９万２,００

０円、橋梁長寿命化修繕事業４,０７５万５,０００円、子どものための教育保育給付費負担金３,

９４０万８,０００円、除雪事業３,２８６万６,０００円、児童手当負担金３,００１万８,０００

円、自治体情報システム標準化事業２,６５５万４,０００円などであります。

道支出金は２億１,１４５万４,０００円で、主なものは、自立支援給付負担金４,３８９万６,０

００円、林業振興事業２,６７３万４,０００円、後期高齢者医療保険料軽減費負担金２,４８０万

２,０００円、国民健康保険税軽減費負担金２,４２４万３,０００円、子どものための教育保育給

付費負担金１,８２９万５,０００円、海岸漂着物対策事業１,６００万円、道営草地整備事業１,０

２８万６,０００円などであります。

町債は８億３,０３０万円で、内訳は、総務関連では新幹線対策債等４事業で２億４,１２０万円、

民生関連では高齢者交通移動手段確保対策事業債等２事業で２,１８０万円、衛生関連では地域医

療対策債は３,１００万円、農林水産関連では畜産支援事業債等４事業で６,３２０万円、土木関連

では除雪機械導入債等３事業で４億１,６８０万円、消防関連では消防設備債６３０万円、教育関

連では高等学校教育環境整備債等４事業で４,０１０万円、このほか臨時財政対策債９９０万円で

あります。

次に、後期高齢者医療特別会計予算案について申し上げます。予算総額は１億１,４８９万円で、

前年度に比較し８０４万円で、７.５％の増となりました。歳入の主なものは、後期高齢者医療保

険料７,５８５万４,０００円、繰入金３,８８７万１,０００円を計上いたしました。

次に、歳出の主なものは、保険料等負担金１億８９２万５,０００円で、事務費負担金３７２万

４,０００円を加えた後期高齢者医療広域連合納付金１億１,２６４万９,０００円を計上いたしま

した。

次に、国民健康保険特別会計予算案について申し上げます。予算総額は７億７２８万円で、前年

度に比較し１,７５７万円、２.４％の減となりました。歳入の主なものは、国民健康保険税１億２,

１７０万円、道支出金５億４４９万２,０００円、一般会計繰出金８,０５０万４,０００円、この

ほか、使用料及び手数料、財産収入、諸収入で５８万４,０００円を計上いたしました。

次に、歳出の主なものは、職員給与費のほか賦課徴収費等の運営管理経常費として総務費に２,

８６４万８,０００円、保険給付費４億９,９１０万３,０００円、国民健康保険事業費納付金１億

６,８２５万７,０００円、このほか保健事業費、積立金、公債費、諸支出金、予備費で１,１２７

万２,０００円を計上いたしました。
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次に、介護保険特別会計予算案についてご説明いたします。予算総額は９億２,９３０万５,００

０円で、前年度に比較して３,７５５万８,０００円、４.２％の増となりました。歳入の主なもの

は、介護保険料１億２,５１７万７,０００円、国庫支出金２億３,０１２万９,０００円、支払基金

交付金２億３,０５６万３,０００円、道支出金１億３,９１７万７,０００円、繰入金２億２２６万

９,０００円を計上いたしました。

次に、歳出の主なものは、職員給与費のほか賦課徴収費、介護認定等に係る運営管理費として総

務費に２,１２５万円、介護サービス等に係る保険給付費８億３,３０２万３,０００円、地域支援

事業７,４５１万５,０００円を計上いたしました。

次に、ガス事業会計予算案について申し上げます。収益的収入予定額１億１,２００万２,０００

円、収益的支出予定額１億４,３２２万１,０００円で、差引３,１２１万９,０００円に当年度分の

建設改良費による消費税資本的収支調整額５４６万円を加えた、３,６６７万９,０００円の赤字と

なります。

支出予定額の主なものは、原料費３,２４７万２,０００円、人件費３,６４７万４,０００円、そ

の他事業費６,７０８万５,０００円、営業外費用７１９万円であります。

収入予定額は、製品売上８,８２０万円、営業雑収益７３８万６,０００円、営業外収益１,５１

１万６,０００円、特別利益１３０万円であります。

資本的支出予定額は、建設改良費６,００６万３,０００円、企業債償還金３,３９０万円で、合

計９,３９６万３,０００円となり、これに対する財源は、企業債３,０００万円、工事負担金３,２

８０万５,０００円、過年度分損益勘定留保資金３,１１５万８,０００円で補てんしてまいります。

次に、水道事業会計予算案について申し上げます。収益的収入予定額２億４,１７２万７,０００

円、収益的支出予定額２億５,１８８万２,０００円で、差引１,０１５万５,０００円に当年度分の

建設改良費による消費税資本的収支調整額１８６万３,０００円を加えた１,２０１万８,０００円

の赤字となります。

支出予定額の主なものは、人件費１,８０１万７,０００円、受託工事費７,４８９万２,０００円、

減価償却費３,３４０万２,０００円、その他営業費用１億１,４９１万５,０００円、営業外費用１,

０６５万６,０００円であります。

収入予定額は、水道料金１億４,３３７万５,０００円、その他営業収益８,９０６万２,０００円、

営業外収益９２９万円であります。

資本的支出予定額は、建設改良費２億５,７００万円、企業債償還金２,９８９万円で、合計２億

８,６８９万円となり、これに対する財源は、企業債４,０００万円、一般会計補助金２６万円、工

事負担金２億３,６５０万円、過年度分損益勘定留保資金１,０１３万円で補てんしてまいります。

次に、公共下水道事業会計予算案について申し上げます。本事業につきましては、新年度から公

営企業会計へ移行いたしますので、事業費の前年度対比はすべて皆増となっております。収益的収
かいぞう

入予定額２億４,２３５万１,０００円、収益的支出予定額３億７,８７２万９,０００円で、差引１

億３,６３７万８,０００円に当年度分の建設改良費による消費税資本的収支調整額１,１３０万円

を加えた、１億４,７６７万８,０００円の赤字となります。

支出予定額の主なものは、人件費４,１６５万８,０００円、減価償却費１億４,６１８万円、そ

の他営業費用１億６,６０７万７,０００円、営業外費用２,４８１万４,０００円であります。

収入予定額は、下水道使用料の５,８００万円、その他営業収益１,９０６万２,０００円、営業

外収益１億６,５２８万９,０００円であります。資本的収支予定額は、建設改良費３億９,１８０
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万円、企業債償還金６,９３１万３,０００円で、合計４億６,１１１万３,０００円となり、これに

対する財源は、企業債１億２,５９０万円、国庫支出金１億３,９７０万円、工事負担金１億２,７

８０万円、一般会計出資金１億９６０万１,０００円、受益者負担金３万２,０００円の合計５億３

０３万３,０００円をあてる予定で、差引４,１９２万円の黒字となります。なお、令和５年度公共

下水道事業特別会計は出納閉鎖前の３月末で打切決算となることから、決算値確定後に必要があれ

ば補正予算等で対応してまいりたいと考えております。

次に、病院事業会計予算案について申し上げます。収益的収入予定額７億５,０３７万７,０００

円、収益的支出予定額７億６,２６８万７,０００円で、差引１,２３１万円に当年度分の建設改良

費による消費税資本的収支調整額１２０万５,０００円を加えた、１,３５１万５,０００円の赤字

となります。支出予定額の主なものは、医業費用７億５,９８８万１,０００円、医業外費用２８０

万６,０００円であります。

収入予定額の主なものは、医業収益５億９,７０３万４,０００円、医業外収益１億５,３３４万

３,０００円、医業外収益のうち１億４,７７４万１,０００円は一般会計補助金であります。資本

的収支予定額は、建設改良費１,３４３万円、企業債償還金６６３万２,０００円、看護学生奨学資

金貸付金１０２万円で、合計２,１０８万２,０００円となり、これに対する財源は、他会計負担金

２５５万９,０００円、過年度分損益勘定留保資金１,８５２万３,０００円で補てんしてまいりま

す。

以上で、一般会計を含めた８会計予算案の大綱について、説明を終わります。

４か所訂正お願いいたします。１頁目の２４桁目「５億４,０００万」と申し上げましたが、「５

億４,４００万円」に訂正お願いいたします。３頁の２４行目「４,８９４万９,０００円」と申し

上げましたが「４,８９４万４,０００円」で訂正お願いいたします。３頁目の２７行目「１,００

３万円」と申し上げましたが「１,１０３万円」で訂正お願いいたします。次、９頁目の１行目「国

庫支出金」を「国庫補助金」と訂正お願いいたします。大変申し訳ございませんでした。

〔町長（木幡正志）自席へ〕

○議長（柏倉恵里子） 以上で予算大綱説明を終わります。

◎議案第１号 長万部町犯罪被害者等支援条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第４、議案第１号長万部町犯罪被害者等支援条例の件を議題といたし

ます。説明員に提案理由の説明を求めます。

岡部保健福祉課長。

○保健福祉課長（岡部忠） ただいま上程されました、議案第１号長万部町犯罪被害者等支援条例

について、提案理由と内容をご説明いたします。

犯罪被害者基本法が平成１６年に制定され、基本理念とともに、国、地方公共団体及び国民の責

務が定められ、地方公共団体は国との適切な役割分担を踏まえて地域の実情に応じた施策を実施し

てまいりました。そして北海道においても、平成３０年に北海道犯罪被害者等支援条例が施行され、

各種施策を総合的かつ計画的に推進しているところであります。このような状況の中、本町として

も国や北海道、北海道警察、犯罪被害者等支援団体及び関係機関等と相互に連携を図り、社会全体

で犯罪被害者等が置かれている状況について理解を深め、犯罪被害者等を支えていくために必要な

施策を総合的に推進していくため、新たに条例を制定するものでございます。
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それでは、第１条は目的で、この条例は、犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号）に

基づき、本町における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに町、町民等及び事業者

の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定めることにより、

犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復または

軽減を図り、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とす

る規定であります。

第２条は定義で、条例における用語を定義しております。第１号は「犯罪等」で、犯罪及びこれ

に準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

第２号は「犯罪行為」で、日本国内または日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内におい

て行われた人の生命または身体を害する罪にあたる行為（刑法（明治４０年法律第４５号）第３７

条第１項本文、第３９条第１項または第４１条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同

法第３５条または第３６条第１項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。）を

いう。

第３号は「犯罪被害者等」で、犯罪等により害を被った者及びその家族または遺族で、町内に住

所を有するものをいう。

第４号は「二次的被害」で、犯罪等による直接的な被害を受けた後に、風評、ひぼう中傷、報道

機関等による過度な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、プライバシ

ーの侵害その他の被害をいう。

第５号は「関係機関等」で、国、北海道、警察その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援を行う

民間の団体その他犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

第６号は「町民等」で、町内に居住し、通勤し、もしくは通学する者または町内で活動を行う団

体をいう。

第７号は「事業者」で、町内で事業活動を行う法人または個人をいう。

次の頁をご覧ください。第３条は、基本理念についての規定で、犯罪被害者等の支援は、個人の

尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障されるよう、配慮して行わなければならない。

第２項、犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、二次的被害の状況等の犯罪被害者等が置か

れている状況その他の事情に十分に配慮して行わなければならない。第３項、犯罪被害者等の支援

は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができると認められるまでの

間、必要な支援が提供されるよう、行わなければならない。犯罪被害者等基本法第３条に定める基

本理念に基づき、それぞれ定めるものであります。

第４条は、町の責務についての規定で、町は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）に

のっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的

に策定し、及び実施するものとする。第２項は、町は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係

機関等と相互に連携を図るものとする。犯罪被害者等基本法第５条に、地方公共団体の責務につい

て定められており、その趣旨を踏まえて町の責務を規定するものであります。

第５条は、町民等の責務についての規定で、町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置

かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害を生じさせる

ことのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関す

る施策に協力するよう努めるものとする。犯罪被害者等基本法第６条に、国民の責務について定め

られており、その趣旨を踏まえて町民等の責務を規定するものであります。
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第６条は、事業者の責務についての規定で、事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置

かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うにあ

たっては、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が

実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。第２項、犯罪被害者

等を雇用する事業者は、当該犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、就労及び勤務条件

並びにその他必要な各種手続について、十分に配慮するよう努めるものとする。

事業者は、二次被害が生じることなく働き続けるように配慮し、町や関係機関等が実施する犯罪

被害者等の支援に協力するように努めるものとするものであります。また、犯罪被害者等は、犯罪

等の被害による心身の治療のための通院や刑事裁判手続きへの対応に追われ、仕事を休まざるを得

ない事情が生じたりすることから、被害回復のために職場環境を整備するなど、必要な支援につい

て配慮するように努めるものとするものであります。

第７条は、相談及び情報の提供等についての規定で、町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生

活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している諸般の問題について相

談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

次の頁をご覧ください。第２項、町は、前項に規定する支援を総合的に行うための窓口を犯罪被

害者等の支援を所管する課に設置するものとする。町では、犯罪被害者等の支援を所管する課、保

健福祉課に窓口を設置し、犯罪被害者等から寄せられた相談内容を伺い、実施可能な各種支援を説

明するほか、国、北海道、北海道警察、犯罪被害者等の支援を行う民間支援団体等との連絡調整の

窓口となり、必要としている情報の提供及び助言を行うものであります。

第８条は、見舞金の支給についての規定で、町は、犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた

ときにおいて、町内に住所を有している犯罪等により害を被った者のうち、犯罪行為により死亡し

た者の遺族（その他犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときにおいて、町内に住所を有し

ていたものに限る。）または犯罪行為により傷病を受けた者に対し、経済的負担の軽減を図るため、

規則で定めるところにより、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める見舞金を支

給するものとする。

第１号、遺族見舞金３０万円、第２号、傷病見舞金１０万円。犯罪被害者等への経済的支援とし

ましては、国の犯罪被害者等給付金制度がありますが、申請から支給までに約半年以上の期間を要

している現状です。犯罪被害者等は、犯罪等で生命を奪われ、家族を失い、傷害を負わされ、財産

を奪われるなど身体的・精神的被害及び経済的に困窮する場合も多く、自宅が事件現場になる場合

や、加害者からの再被害を防ぐために転居する必要性が生じることもあり、事情こそ異なりますが、

当座の資金として必要としている状況をかんがみて、一定の条件を満たす犯罪被害者等に対して、

町から遺族見舞金・傷病見舞金を支給することで、経済的な負担を軽減するものであります。

第９条は、日常生活の支援についての規定で、町は、犯罪被害者等が早期かつ円滑に平穏な日常

生活を営むことができるよう必要な支援を行うものとする。犯罪被疑者等が早期に生活の再建構築

ができるよう状況に応じた家事・育児・介護などの日常生活に必要な支援を行うものであります。

第１０条は、居住の安定についての規定で、町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困

難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、町営住宅への入居における配慮その他の必要な

支援を行うものとする。犯罪被害者等は、自宅が事件現場になったり、加害者から住居を特定され

て再被害の危機にさらされている等の理由で、従前の住居に住み続けることが困難が生じることが

あります。町営住宅の入居を可能とする配慮を講じて居住の安定を図るというものであります。
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第１１条は、安全の確保についての規定で、町は、関係機関等と連携して、犯罪被害者等が更な

る犯罪等による被害または二次的被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、犯罪に係

る指導、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な施策を講ずるものとす

る。北海道、北海道警察、他の地方公共団体、犯罪被害者等の支援を行う民間支援団体等と連携し、

犯罪被害者等が更なる犯罪等による被害や二次被害を受けることを防止し、緊急時の避難確保や再

被害防止に向けて必要な防犯指導を行うとともに、配偶者暴力、ストーカー行為、児童虐待、これ

らに準ずる行為に対し、犯罪被害者等を保護するために住民基本台帳の閲覧・交付制限等の支援措

置を適切に行うというものでございます。

第１２条は、町民等及び事業者の理解の増進についての規定で、町は、犯罪被害者等が日常生活

及び社会生活を円滑に営むことができ、かつ、二次的被害を受けることがないよう、犯罪被害者等

が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性について町民等及び事業者の理解を

深めるため、情報の提供、啓発活動その他の必要な施策を講ずるものとする。

第５条に定める町民の責務及び第６条に定める事業者の責務を果たすためには、犯罪被害者等は

心身に影響を受けて日常生活を送ることが困難になるほどの不利益を被っており、周囲の支援を必

要としていること。また、犯罪被害者等の尊厳を尊重し、地域社会が支援することや再被害、二次

的被害を防止することへの理解を深めてもらう必要があることから、町のホームページや広報等に

より犯罪被害者等の支援に関する情報を発信して啓発活動等を行うというものであります。

第１３条は、意見等の反映についての規定で、町は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯

罪被害者等からの意見及び要望を把握し、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に反映さ

せるよう努めるものとする。犯罪被害者等から意見や要望を的確に把握し、町が行う犯罪被害者等

の支援に関する施策に反映させ、適切な支援を行うとするものでございます。

次の頁をご覧ください。第１４条は、支援の制限についての規定で、町は、犯罪被害者等の支援

を行うことが社会通念上適切でないと認める場合は、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

犯罪被害者等に対する支援について、開始前またはすでに行っている場合を問わず、社会通念上、

支援を行うことが適切でないと認められる場合は、支援を行わないとするものであります。

第１５条は、委任についての規定で、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要

な事項は、規則で定めるというものであります。

附則として、第１項は施行期日で、この条例は、令和６年４月１日から施行するというものであ

ります。第２項は適用区分で、第８条の規定は、この条例の施行の日以後において行われた犯罪行

為による死亡または傷病について適用するというもであります。

以上がただいま上程されました、議案第１号長万部町犯罪被害者等支援条例についての提案理由

と内容であります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
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〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第２号 長万部町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第５、議案第２号長万部町行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の件

を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、議案第２号長万部町行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例について、提案理由と内容をご説明いたします。

このたびの改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等、

以下「番号法」と申し上げますが、番号法の一部改正に伴い、個人番号の利用範囲、特定個人情報

の提供に関する規定の整備、利用事務の明記が必要となることから、条例の全部を改めるものであ

ります。

条例の改正内容は、議案に添付しております新旧対照表により、要約してご説明させていただき

ます。

はじめに、題名の改正で、「個人情報の利用」の次に「及び特定個人情報の提供」を加えます。

第１条は趣旨で、「第２項」の次に「の規定」を、「個人番号の利用」の次に「及び法第１９条第

１号の規定に基づく特定個人情報の提供」を加えます。

第２条は定義で、番号法の改正により、同法別表第２が削られたことから、同表を引用していた

事務等について、新たに５号、６号として、特定個人番号利用事務、利用特定個人情報の２つの用

語を、それぞれ番号法の定義規定を引用する形で加えます。

第３条は町の責務で、「個人番号の利用」の次に「及び特定個人情報の提供」を加えます。

２頁をご覧ください。第４条は個人番号の利用範囲で、番号法別表第２が削られたことにより、

本条に別表第１から別表第３を加え、規定を整理するもので、第１項は、個人番号を独自利用する

事務として、３頁に記載の別表第１の、左欄に掲げる機関が行う、同表の右欄に掲げる事務と、庁

内連携により個人番号を独自利用する事務として、これは４頁に記載の別表第２の、左欄に掲げる

機関が行う同表の中欄に掲げる事務、とするもので、第２項は、庁内連携により同一機関内で個人

番号を独自利用する事務として、４頁に記載の別表第２の、左欄に掲げる機関が、同表の中欄に掲

げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる当該機関が保有する特定個人情報を

利用することができることとするものであります。

第３項は、庁内連携により、自ら保有する特定個人情報を利用することができることを規定し、

第２項と同様、番号法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報の提供

を受けることができる場合は、庁内連携による特定個人情報の利用事務の範囲から除くこととして

おります。

第４項は、庁内連携により特定個人情報が利用できる場合において、ほかの条例等の規定により

書面の提出が義務付けられている場合の取扱いに関して規定するものであります。
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第５条は、番号法の改正により追加となる、特定個人情報の提供に関する規定の整備で、第１項

は、町の機関が、町のほかの機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供

することについて、５頁に記載の別表第３を加えるもの。

３頁をご覧ください。第２項は、特定個人情報の提供において、ほかの条例等の規定により書面

の提出が義務付けられている場合の取扱いに関して規定するものであります。

第６条、規則への委任は、改正前の第５条を第６条とするものであります。

次に、別表第１に規定する事務でございますが、第４条第１項に規定する個人番号を独自利用す

る事務として、長万部町乳幼児等に対する医療費給付条例の規定による医療費の助成に関する事務、

長万部町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費給付条例の規定による医療費の助成に関する

事務の、２つの事務に係る規則で定めるものについて、個人番号を独自利用することとするもので

あります。

４頁をご覧ください。別表第２は、第４条第２項に規定する庁内連携により同一機関内で個人番

号を独自利用する事務として、別表第１に規定する２つの事務について、それぞれ別表第２の右欄

に掲げる保有する特定個人情報を独自利用することとするものであります。

５頁をご覧ください。別表第３は、第５条第１項に規定する、町の機関が、町のほかの機関に、

その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供する事務として、第１欄に掲げる照会

機関が、第３欄に掲げる提供機関に対し、第２欄に掲げる、学校保健安全法による医療に要する費

用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの、を処理するために必要な、第４欄に掲

げる特定個人情報の提供を求めた場合、提供機関は、当該特定個人情報を提供することとするもの

であります。

最後に、附則としてこの条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行の日から施行する。とするも

のであります。

以上が、ただいま上程されました議案第２号、長万部町行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例に

ついての内容であります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。ありませんか。

高森議員。

○議員（６番 高森功治） １頁の第３条の下線部分なんですけど、「及び特定個人情報の提供」

とあるんですけど、これは町民一人ひとりに提供しますかどうか聞くようなこと、という文言なん

ですかね。そういうことではないんですか。

○議長（柏倉恵里子） 佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） まず、特定個人情報というのは、個人番号等その内容に含む個人情報とい

うことでありまして、今回、個人からの確認が必要かどうかということですが、今回この別表で定

めた事務につきましては、個人からのは必要なく提供するということであります。

○議長（柏倉恵里子） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕
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討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第３号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第６、議案第３号職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、議案第３号職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例について、提案理由と内容をご説明いたします。

このたびの改正は、地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員への勤勉手当の支給が可能

となることから、当該職員を除外する規定を改めるものであります。

条例の改正内容は、議案に添付しております新旧対照表によりご説明いたします。表の左欄が改

正後で、右欄が改正前で、下線部分が変更する内容であります。

第６条は、育児休業をしている職員の期末手当等の支給で、第２項の、会計年度任用職員を除外

する規定であります「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定す

る会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）を除く。）」を削るものであります。

第７条の改正は、第６条で会計年度任用職員の定義を削除したため、第７条に、定義として「地

方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定する」を加えるものでありま

す。

附則としてこの条例は、令和６年４月１日から施行するものであります。

以上がただいま上程されました、議案第３号職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例についての内容であります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

午後１時まで休憩いたします。

１１時５６分 休憩

１３時００分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。
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◎議案第４号 長万部町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第７、議案第４号長万部町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期

末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。説明員に提案理

由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、議案第４号長万部町パートタイム会計年度任用

職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由と内容

をご説明いたします。

このたびの改正は、地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員への勤勉手当の支給が可能

となることから、当該手当に関する規定を整備するとともに、期末手当の支給月数を常勤職員と同

じ月数に改めるものであります。

条例の改正内容は、議案に添付しております新旧対照表により、要約してご説明させていただき

ます。表の左欄が改正後で、右欄が改正前で、下線部分が変更する内容であります。

はじめに題名の改正で、「期末手当」の次に「、勤勉手当」を加えます。

第１条は趣旨で、「手当」の次に「、勤勉手当」を加えます。

第８条は期末手当で、第２項中「以下「基準日」という。」を「次項においてこれらの日を「基

準日」という。」に改め、第３項中「報酬の月額（日額によって報酬を支給する場合には、規則で

定める方法により月額に換算した額）」を「期末手当基礎額」に、「１００分の１３０」を一般職の

常勤職員と同じ「１００分の１２２．５」に改め、第３項の次に、第４項、前項の期末手当基礎額

は、規則で定めるところにより算定して得た額とする。を加えます。

２頁をご覧ください。改正前の第４項中「前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任

用職員の期末手当の支給については、」を削り、「の規定の適用を受ける一般職の常勤職員の例によ

る。」を「から第１５条の３までの規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給につ

いて準用する。」に改め、同項を第５項とします。

第８条の２は、地方自治法の改正により追加となる、勤勉手当に関する規定の整備で、第１項は、

パートタイム会計年度任用職員（規則で定めるものを除く。）には、次に定めるところにより、勤

勉手当を支給する。として、第２項において、支給対象となる任用期間を６月以上とし、６月１日

及び１２月１日を基準日として、勤務の状況に応じて支給する。ものとし、第３項及び第４項では、

勤勉手当の額について規定しており、支給割合を一般職の常勤職員と同じ１００分の１０２.５と

するもので、第５項では、勤勉手当の支給は、職員の給与条例の規定を準用する。ことを規定して

います。

附則として、この条例は、令和６年４月１日から施行するものであります。

以上がただいま上程されました、議案第４号長万部町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期

末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についての内容であります。よろしくご審

議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕
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これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第５号 長万部町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第８、議案第５号長万部町フルタイム会計年度任用職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、議案第５号長万部町フルタイム会計年度任用職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由と内容をご説明いたします。

このたびの改正は、地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員への勤勉手当の支給が可能

となることから、当該手当に関する規定を整備するとともに、期末手当の支給月数を常勤職員と同

じ月数に改めるものであります。

条例の改正内容は、議案に添付しております新旧対照表により、要約してご説明させていただき

ます。表の左欄が改正後で、右欄が改正前で、下線部分が変更する内容であります。

第２条は給料で、「期末手当」の次に「、勤勉手当」を加えます。

第１２条は期末手当で、第３項中「報酬の月額に１００分の１３０」を一般職の常勤職員と同じ

「期末手当基礎額に１００分の１２２.５」に改め、同条に次の２項を加える。というもので、第

４項、前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日において職員が受けるべき給料の月額とする。

第５項、給与条例第１５条から第１５条の３までの規定は、フルタイム会計年度任用職員の期末手

当の支給について準用する。を加えます。

第１２条の２は、地方自治法の改正により追加となる、勤勉手当に関する規定の整備で、第１項

では、６月１日及び１２月１日を基準日として、勤務の状況に応じて支給する。ものとし、２頁を

ご覧ください。第２項及び第３項では、勤勉手当の額について規定しており、支給割合を一般職の

常勤職員と同じ１００分の１０２.５とするもので、第４項では、勤勉手当の支給は、職員の給与

条例の規定を準用する。ことを規定しています。

附則として、この条例は令和６年４月１日から施行するものであります。

以上がただいま上程されました、議案第５号長万部町フルタイム会計年度任用職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例についての内容であります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。
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〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第６号 長万部町手数料条例の一部を改正する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第９、議案第６号長万部町手数料条例の一部を改正する条例の件を議

題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

沼田消防長。

○消防長（沼田明宏） ただいま上程されました、議案第６号長万部町手数料条例の一部を改正す

る条例について、提案理由と内容をご説明いたします。

このたびの改正は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正により、消防法に基づ

く危険物施設の設置許可、検査等の審査業務に係る手数料が改正されたことに伴い、条例の一部を

改正するものであります。

このたびの改正は、手数料額のみの改正でありますので、議案に添付しております新旧対照表に

より、要約してご説明いたします。表の左欄が改正後で、右欄が改正前で、下線部分が変更する内

容であります。

１頁をご覧ください。１段目、危険物貯蔵最大数量が１,０００キロリットル以上５,０００キロ

リットル未満のものが、現行手数料１１８万円を、改定額１４５万円に、２７万円の増額から、２

頁をご覧ください。最下段の４０万キロリットル以上の現行手数料を７０７万円を、改定額８７９

万円に、１７２万円増額までとし、全ての段を政令と同一金額に改めるものであります。

附則第１号は施行期日で、この条例は令和６年４月１日から施行するものであります。第２号は

経過措置で、この条例による改正後の長万部町手数料条例は、この条例の施行の日以降に申請を受

理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお、従前の例によるもの

であります。

なお、現在、長万部町におきましては、この手数料改正に係る該当施設はございません。

以上がただいま上程されました、議案第６号長万部町手数料条例の一部を改正する条例の内容で

あります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕



- 28 -

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第７号 長万部町在宅福祉支援事業に関する条例の一部を改正する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第１０、議案第７号長万部町在宅福祉支援事業に関する条例の一部を

改正する条例の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

岡部保健福祉課長。

○保健福祉課長（岡部忠） ただいま上程されました、議案第７号長万部町在宅福祉支援事業に関

する条例の一部を改正する条例について、提案理由と内容をご説明いたします。

このたびの改正は、日常生活に支障がある在宅の高齢者及び障がい者並びにその他介護者の在宅

福祉の向上を図ることを目的に実施している各種在宅福祉事業のうち、長期にわたり利用がなく、

今後も利用が見込まれない事業について廃止するため、本条例を改正するものであります。

改正の内容につきましては、議案に添付しております新旧対照表によりご説明いたします。表の

左欄が改正後、右欄が改正前、下線部分が改正する内容であります。

第３条は事業で、「第４号 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業」、「第６号 訪問理美容サービス事

業」「第９号 入浴サービス事業」、「第１４号 徘徊高齢者家族支援サービス事業」を削り、第５

号を第４号、第７号を第５号、第８号を第６号、第１０号を第７号とし、第１１号から第１３号ま

でを３つずつ繰り上げるものであります。

第４条は事業の内容で、２頁をご覧ください。第３条の事業から削除した事業の内容についてそ

れぞれ削除するもので、第４号「寝具洗濯乾燥消毒サービス事業は、高齢者単身世帯及び高齢者夫

婦世帯であって、傷病等の理由により寝具の衛生管理のため寝具の乾燥及び丸洗いを行うものとす

る。」、第６号「訪問理美容サービス事業は、老衰・心身の傷害及び傷病等の理由により臥床して
が しよう

いる重度の高齢者に対し、移動により理美容を行うものとする。」、第９号、「入浴サービス事業は、

高齢者及び傷害者等の者で居宅に風呂のない者または体が不自由で入浴困難な者に対して行うもの

とする。」３頁をご覧ください。第１４号「徘徊高齢者家族支援サービス事業は、徘徊の見られる

痴呆性の高齢者を介護している家族に対し、痴呆性高齢者が徘徊した場合に、事故の防止を図るな

ど家族が安心して介護できるようにするため、早期に発見できるシステムの構築を支援するものと

する。」を削り、２頁にお戻りください。第５号を第４号、第７号を第５号、第８号を第６号、第

１０号を第７号とし、３頁をご覧ください。第１１号から第１３号までを３つずつ繰り上げるもの

であります。

次に、別表（第７条関係）から番号２「第３条第４号に規定する寝具洗濯乾燥消毒サービス事業

の利用」、４頁をご覧ください。番号４「第３条第６号に規定する訪問理美容サービス事業の利用」、

番号５「第３条第９号に規定する入浴サービス事業の利用」、番号７「第３条第１４号に規定する

徘徊高齢者家族支援サービス事業の利用」についての使用料及び手数料を削り、３頁にお戻りくだ

さい。左欄に記載の表のとおり改めるものであります。

４頁をご覧ください。附則として、この条例は令和６年４月１日から施行する。というものであ

ります。

以上がただいま上程されました、議案第７号長万部町在宅福祉支援事業に関する条例の一部を改

正する条例についての提案理由と内容であります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。ありませんか。
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〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第８号 長万部町介護保険条例の一部を改正する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第１１、議案第８号長万部町介護保険条例の一部を改正する条例の件

を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

岡部保健福祉課長。

○保健福祉課長（岡部忠） ただいま上程されました、議案第８号長万部町介護保険条例の一部を

改正する条例について、提案理由と内容をご説明いたします。

このたびの改正は、令和６年度から令和８年度までの保険料を定め、介護保険法施行令の一部改

正に伴い、保険料率の算定に係る第１号被保険者の区分を定めるものであります。

改正内容につきましては、議案に添付しております新旧対照表によりご説明いたします。表の左

欄が改正後、右欄が改正前、下線部分が改正する内容であります。

第５条は保険料率で、第１項中「令和３年度」を「令和６年度」に、「令和５年度」を「令和８

年度」に改め、同項第１号中「３万６,０００円」を「３万２,８００円」に、同項第２号中「５万

４,０００円」を「４万９,３００円」に、同項第３号中「５万４,０００円」を「４万９,７００円」

に改め、同項に「第１０号 令第３８条第１項第１０号に掲げる者１３万６,８００円」「第１１号

令第３８条第１項第１１号に掲げる者 １５万１,２００円」「第１２号 令第３８条第１項第１

２号に掲げる者 １６万５,６００円」「第１３号 令第３８条第１項第１３号に掲げる者 １７万

２,８００円」の４号を加えます。これにより、所得段階が９段階から第１３段階に多段化し、第

１段階から第３段階までの割合を引き下げるとともに、今回新設した第１０段階から第１３段階ま

での割合が現行の第９段階の割合と比べて高く設定することになります。

第５条第３項中「令和３年度」を「令和６年度」に、「令和５年度」を「令和８年度」に、「２万

１,６００円」を「２万５００円」に、２頁をご覧ください。同条第４項中「令和３年度」を「令

和６年度」に、「令和５年度」を「令和８年度」に、「２万１,６００円」を「２万５００円」に、「３

万６,０００円」を「３万４,９００円」に、同条第５項中「令和３年度」を「令和６年度」に、「令

和５年度」を「令和８年度」に、「２万１,６００円」を「２万５００円」に、「５万４００円」を

「４万９,３００円」に改めるものであります。

これは、低所得者に対する公費により負担軽減措置が実施されることの読み替え規定で、この改

正により、令和６年度から令和８年度までの保険料率は、所得段階第１段階が「３万２,８００円」

から「２万５００円」に、第２段階が「４万９,３００円」から「３万４,９００円」に、第３段階

が「４万９,７００円」から「４万９,３００円」に、それぞれ減額となります。
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次に、第７条は、賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等があった場合で、第３

項中「又は第８号ロ」を「、第８号ロ、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ又は第１２号ロ」に改

め、同項中「第８号」を「第１２号」に改めるものであります。これは、所得段階が９段階から１

３段階に多段化したことによる条文の整理であります。

３頁をご覧ください。附則として、第１項は施行期日で、「この条例は、令和６年４月１日から

施行する。」第２項は、経過措置で、「この条例による改正後の長万部町介護保険条例第５条の規定

は、令和６年度分の保険料から適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前の

例による。」とするものであります。

以上がただいま上程されました、議案第８号長万部町介護保険条例の一部を改正する条例につい

ての提案理由と内容であります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第９号 長万部町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に

関する条例の一部を改正する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第１２、議案第９号長万部町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。説明員に提案理

由の説明を求めます。

岡部保健福祉課長。

○保健福祉課長（岡部忠） ただいま上程されました、議案第９号長万部町指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由と内

容をご説明いたします。

介護サービスに係る人員、設備、運営等の基準につきましては、３年に一度、介護報酬に係る改

定とあわせて改正が行われております。令和６年度においても関係省令について所要の改正が行わ

れることになり、令和６年１月２５日に、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等の一部を改正する省令が公布されたことから、国の基準省令のとおりに本町の条例を改正

するものであります。

改正の内容につきましては、議案に、新旧対照表とあわせて主な改正項目をまとめた一部改正の

概要を添付しておりますので、そちらをご覧ください。一部改正の概要には、項目、改正内容、改

正条文を記載しておりますが、改正する項目ごとにその内容についてご説明させていただきます。

条文ごとの説明については省略させていただきます。



- 31 -

項目１、管理者の兼務範囲の明確化については、管理者が兼務できる事業所の範囲について、同

一敷地内における他の事業所、施設等でなくても差し支えない旨を明確化するものであります。ま

た、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護の管理者による他事業所の職務との

兼務について、他事業所のサービス類型を限定しないこととするものであります。

２のサービス内容の明確化については、看護小規模多機能型居宅介護のサービス拠点での「通い」

「泊まり」に看護サービスが含まれる旨を明確化するものであります。

３の生産性向上に先進的に取り組む特定施設に係る人員配置基準の特例的な柔軟化につきまして

は、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するため

の委員会において、生産性向上の取組にあたっての必要な安全策について検討した上で、見守り機

器等の複数のテクノロジーの活用、職員間の適切な役割分担等の取組により、介護サービスの質の

向上及び職員の負担軽減が行われていると認められる事業所ごとに置くべき介護職員及び看護職員

の合計数について、利用者の数が３またはその端数を増すごとに０.９以上であることとするもの

で、基準を緩和するものであります。

４の協力医療機関との連携体制の構築につきましては、事業所内で対応可能な医療の範囲を超え

た場合に、協力医療機関との連携の下で適切に対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在

宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、入居者の病状の急

変が生じた場合等において、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保する等の措置を

講ずるよう努めるものとするもので、実効性のある連携体制を構築するための見直しを行うもので

あります。地域密着型介護老人福祉施設については３年の経過措置を設けるものであります。

２頁をご覧ください。新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携については、新興感染

症の発生時等に、事業所内の感染者への診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築するため、

第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めることとす

る。また、協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合においては、当該第２種協定指定医

療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うこととするものであります。新

興感染症とは、ＳＡＲＳ（重傷急性呼吸器症候群）、ウエストナル熱など新しく認知され、局地的

にあるいは国際的に公衆衛生上の問題となる感染症で、第２種協定指定医療機関とは、発熱外来ま

たは自宅療養者等の対応を行う医療機関で、都道府県知事の指定を受けたものとなっております。

６の緊急時等における対応方法の定期的な見直しにつきましては、緊急時等における対応方法に

ついて、配置医師及び協力医療機関の協力を得て定めることとし、１年に１回以上見直しを行うこ

ととするものであります。

７のユニットケアの質の向上のための体制の確保については、ユニット型施設の管理者は、ユニ

ットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければならないこととするものであります。

８の介護現場の生産性の向上については、事業者は、利用者の安全並びに介護サービスの質の確

保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を設置するものとするもので、その際、３年の経過措置期間を設けるも

のであります。

９の重要事項の掲示については、重要事項（運営規程の概要、職員の勤務体制等サービスの選択

に資すると認められるもの）について、書面掲示に加えて、インターネット上で情報の閲覧が完結

するよう、原則としてウェブサイトにも掲載することとするもので、その際１年間の経過措置を設

けるものであります。
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１０の身体拘束等の適正化につきましては、利用者等の生命または身体を保護するための緊急や

むを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないものとする。また、やむを得ず身体拘束等

を行う場合は、その理由を記録しなければならないこととするものであります。３頁をご覧くださ

い。身体拘束等の適正化のための措置（委員会の設置、指針の整備及び研修の実施）を講じなけれ

ばならないものとする。委員会の開催については、テレビ電話等の活用も可能とするもので、その

際、１年の経過措置期間を設けるものであります。

１１の電磁的記録等の明確化につきましては、文書の作成、保存等を求めている規定であって、

磁気ディスク等の記録媒体の使用を認めている規定について、クラウドサービス等の幅広い情報通

信技術が利用可能であることを明確化するものであります。

１２施行期日につきましては、令和６年４月１日で、１３経過措置期間のある内容につきまして

は、３年としているものが、４協力医療機関との連携体制の構築、８介護現場の生産性の向上、１

年間としているものが、９重要事項の掲示、それから１０身体拘束等の適正化の推進となっており

ます。

以上がただいま上程されました、議案第９号長万部町指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についての内容であります。ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第１０号 長万部町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の

基準等に関する条例の一部を改正する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第１３、議案第１０号長万部町指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。説

明員に提案理由の説明を求めます。

岡部保健福祉課長。

○保健福祉課長（岡部忠） ただいま上程されました、議案第１０号長万部町指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例について、

提案理由と内容をご説明いたします。

提案理由につきましては、議案第９号でご説明した同様の理由により、国の基準省令のとおり本

町の条例を改正するものであります。改正の内容につきましては、議案に新旧対照表とあわせて主

な改正項目をまとめた一部改正の概要を添付しておりますので、そちらをご覧ください。一部改正
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の概要には、項目、改正内容、改正条文を記載しておりますが、改正する項目ごとにその内容につ

いてご説明させていただきます。条文ごとの説明については省略させていただきます。

項目１、管理者の兼務範囲の明確化、２協力医療機関との連携体制の構築、３新興感染症発生時

等の対応を行う医療機関との連携、それから４介護現場の生産性の向上、２頁をご覧ください。５

重要事項の掲示、それから６身体拘束等の適正化の推進、７電磁的記録等の明確化についてが改正

項目となっておりますが、この内容につきましては議案第９号の中でご説明した内容と同様であり

ますので省略させていただきます。

８の施行期日については、令和６年４月１日で、９経過措置期間がある内容につきましては、３

年間としているものが、４介護現場の生産性の向上、１年間としているものが、５重要事項の掲示、

６の身体拘束等の適正化の推進となっております。

以上がただいま上程されました、議案第１０号長万部町指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例についての内容であります。ご

審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第１１号 長万部町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する

条例の一部を改正する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第１４、議案第１１号長万部町指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。説明員に提案理由の説

明を求めます。

岡部保健福祉課長。

○保健福祉課長（岡部忠） ただいま上程されました、議案第１１号長万部町指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由と内容をご

説明いたします。

提案理由につきましては、議案第９号でご説明した同様の理由により、国の基準省令のとおりに

本町の条例を改正するものであります。

改正の内容につきましては、議案に、新旧対照表とあわせて主な改正項目をまとめた一部改正の

概要を添付しておりますので、そちらをご覧ください。一部改正の概要には、項目、改正内容、改

正条文を記載しておりますが、改正する項目ごとにその内容についてご説明させていただきます。

条文ごとの説明については省略させていただきます。
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項目１、ケアマネージャー１人あたりの取扱件数につきましては、指定居宅介護支援事業所にお

ける人員基準について、原則、要介護者の数に要支援者の数に３分の１を乗じた数を加えた数が４

４以下であれば必要なケアマネージャーの数は１とし、４４の倍数（４４に満たない端数の場合も

含む。）ごとに１ずつ増すこととするもの。また、居宅サービス計画の情報共有等のため情報処理

システムを使用し、かつ事務職員を配置している場合においては、要介護者の数に要支援者の数に

３分の１を乗じた数を加えた数が４９以下であれば必要なケアマネージャーの数は１とし、４９の

倍数（４９に満たない端数の場合も含む。）ごとに１ずつ増すこととするもので、基準を緩和する

ものであります。

２の管理者の兼務範囲の明確化については、議案第９号の中でご説明しました内容と同様であり

ますので、省略させていただきます。

３の公正中立性の確保のための取り扱いの見直しについては、利用者に説明し理解を得ることが

義務づけられている事項について、一部を努力義務とするものであります。

４テレビ電話装置を活用したモニタリングについては、要件を設けた上で、少なくとも２月に１

回利用者の居宅を訪問しモニタリングを行うことを可能とする。また、訪問しない月は、テレビ電

話装置等を活用したモニタリングを行うことを可能とするものであります。

５の重要事項の掲示、２頁をご覧ください。６の身体拘束等の適正化の推進、７の電磁的記録等

の明確化については、議案第９号の中でご説明した内容と同様でありますので、省略させていただ

きます。

８の施行期日につきましては、令和６年４月１日で、９の経過措置期間がある内容につきまして

は、１年間としているものが、５の重要事項の掲示となっております。以上が、ただいま上程され

ました議案第１１号、長万部町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の

一部を改正する条例についての内容であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第１２号 長万部町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する

条例の一部を改正する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第１５、議案第１２号長万部町指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。説明員に提案理由の説

明を求めます。

岡部保健福祉課長。
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○保健福祉課長（岡部忠） ただいま上程されました、議案第１２号長万部町指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由と内容をご

説明いたします。

提案理由につきましては、第９号でご説明いたしました同様の理由により、国の基準省令のとお

りに本町の条例を改正するものであります。

改正の内容につきましては、議案に、新旧対照表とあわせて主な改正項目をまとめた一部改正の

概要を添付しておりますので、そちらをご覧ください。一部改正の概要には、項目、改正内容、改

正条文を記載しておりますが、改正する項目ごとにその内容についてご説明させていただきます。

条文ごとの説明については省略させていただきます。

項目１、居宅介護支援事業者が指定を受けて介護予防支援事業を行う場合の基準の新設につきま

しては、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業を行う場合の、人員、管理者の基準を新

たに定めるもので、アとして事業所ごとに１以上の員数の介護支援専門員を置くこととする。イと

して管理者は常勤かつ主任介護支援専門員とするが、主任介護支援専門員の確保が著しく困難であ

る等、やむを得ない理由がある場合は介護支援専門員とするもの。また、管理者は専従とするが、

同一事業所内の他の職務や管理上支障がない範囲で他の事業所の職務に従事する場合は兼務可能と

するものであります。

２の通常の実施地域以外の訪問における交通費の受領につきましては、指定居宅介護支援事業者

が指定介護予防支援事業を行う場合、条件を設けた上で、通常の実施地域以外の地域の居宅を訪問

して行う指定介護予防支援に要した交通費の支払いを利用者から受けとることができるとするため

のものであります。ただし、あらかじめ利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について

説明し、利用者の同意を得ることが条件となります。

３テレビ電話装置等を活用したモニタリングについては議案第１１号の中で、４重要事項の掲示、

５身体拘束等の適正化の推進、２頁をご覧ください。６電磁的記録等の明確化につきましては、議

案第９号の中でご説明した内容と同様でありますので、省略させていただきます。

７施行期日については、令和６年４月１日で、８経過措置期間がある内容につきましては１年間

としているものが、４重要事項の掲示となっております。

以上がただいま上程されました、議案第１２号長万部町指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営の基準等に関する条例の一部を改正する条例についての内容であります。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。



- 36 -

◎議案第１３号 長万部町給水条例の一部を改正する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第１６、議案第１３号長万部町給水条例の一部を改正する条例の件を

議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

中里水道ガス課長。

○水道ガス課長（中里博也） ただいま上程されました、議案第１３号長万部町給水条例の一部を

改正する条例につきまして、提案理由と内容をご説明いたします。

今回の一部改正につきましては、水道法の一部改正に伴い、水道整備・管理行政の事務に関する

権限が省庁内で移管されることから、関連規定を改めるため、条例の一部を改正するものでござい

ます。

条例の改正内容につきましては、別紙新旧対照表により内容をご説明いたします。表の左欄が改

正後で右欄が改正前で、下線部分が変更する内容でございます。

条例第４条第１項、第３６条第２項ただし書及び第３９条第１号中の「厚生労働省令」を「国土

交通省令」にそれぞれ改めるものでございます。

附則として、この条例は令和６年４月１日から施行するというものでございます。

以上がただいま上程されました、議案第１３号長万部町給水条例の一部を改正する条例につきま

しての内容でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第１４号 長万部町水道技術管理者の資格基準等に関する条例の一部を改正する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第１７、議案第１４号長万部町水道技術管理者の資格基準等に関する

条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

中里水道ガス課長。

○水道ガス課長（中里博也） ただいま上程されました、議案第１４号長万部町水道技術管理者の

資格基準等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由と内容をご説明いたします。

今回の一部改正は、水道法の一部改正に伴い水道法施行令の一部が改正されることから、それに

関連する規定の整備を行うものでございます。条例の改正内容につきましては、別紙新旧対照表に

より内容をご説明いたします。表の左欄が改正後で右欄が改正前で、下線部分が変更する内容でご

ざいます。
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条例第３条第１号中「第４条」を「第５条」に、条例第４条第１号中「第６条」を「第７条」に

それぞれ改めるものでございます。

附則として、この条例は令和６年４月１日から施行するというものでございます。

以上がただいま上程されました、議案第１４号長万部町水道技術管理者の資格基準等に関する条

例の一部を改正する条例についての内容でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第１５号 長万部町土地開発基金条例を廃止する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第１８、議案第１５号長万部町土地開発基金条例を廃止する条例の件

を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、議案第１５号長万部町土地開発基金条例を廃止

する条例について、提案理由と内容をご説明いたします。

土地開発基金は、公共の利益等のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することで事

業の円滑な執行を図るため、昭和４９年に設置した基金でありますが、社会経済情勢の変化に伴い、

現在の行政運営においては同基金を活用した土地取得の必要性が薄れており、土地の先行取得につ

いては通常の歳出予算による取得で足りることから、同基金を廃止するものであります。

本文をご覧ください。長万部町土地開発基金条例（昭和４９年条例第６号）は、廃止する。

附則として、この条例は令和６年４月１日から施行するものであります。

以上がただいま上程されました、議案第１５号長万部町土地開発基金条例を廃止する条例につい

ての内容であります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。ありませんか。

高森議員。

○議員（６番 高森功治） この条例ちょっと調べてみたんですけど、５０年前に制定されて、１

条から８条で成り立ってたと思うんですけども。あまり細かいことは書いてなくて、あまり内容が

よくわからなかったんですけど。今、総務課長の説明で社会情勢には似つかわないという事だった

んですけども、今日の町政執行方針の中でも、長万部駅前周辺における都市整備についての中で、

住環境の良い優良住宅地の造成を見据えて土地区画整理事業の実施を目指すとなってるんですけど

も、これをスムーズに進めるための条例というのがこれにあたっているのかなと思ったんですけど、

これに代わるような条例というのは長万部にあるんですか。
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○議長（柏倉恵里子） 佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） まず、この基金につきましては令和５年度に繰入金として１,７８０万円計

上しておりまして、昨年末に２,１００万円で富野地区苗畑跡地の国有地を購入した際の財源に充て

たことで、残高がゼロとなっております。ご質問にありますように、これに代わるような基金とい

うのはほかにはございません。

○議長（柏倉恵里子） 高森議員。

○議員（６番 高森功治） ございません。という答えだったんですけど、これからこの土地区画

整理事業進めていくために、じゃあこれから何か新しい条例というのは制定していくお考えですか。

○議長（柏倉恵里子） 木幡町長。

○町長（木幡正志） 土地区画整理事業に関することについては、今のところ検討はしておりませ

ん。以上です。

○議長（柏倉恵里子） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第１６号 長万部町生活交通確保対策基金条例を廃止する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第１９、議案第１６号長万部町生活交通確保対策基金条例を廃止する

条例の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

中山まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（中山裕幸） ただいま上程されました、議案第１６号長万部町生活交通確

保対策基金条例を廃止する条例について、提案理由と内容をご説明いたします。

この基金については、長万部町国鉄瀬棚線代替輸送確保基金積立金を原資として設置した基金で、

生活交通確保対策に必要な財源に充てるため運用してきましたが、令和５年度の関係事業に充当す

るための繰り入れにより、残高が精算されますので、条例を廃止するものであります。

本文をご覧ください。長万部町生活交通確保対策基金条例（平成１５年条例第１２号）は廃止す

る。

附則として、この条例は令和６年４月１日から施行する。というものであります。

以上がただいま上程されました、議案第１６号長万部町生活交通確保対策基金条例を廃止する条

例についての内容であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。
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〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第１７号 町道の路線変更について

○議長（柏倉恵里子） 日程第２０、議案第１７号町道の路線変更についての件を議題といたしま

す。説明員に提案理由の説明を求めます。

上野建設課長。

○建設課長（上野訓） ただいま上程されました、議案第１７号町道の路線変更について、提案理

由と内容をご説明いたします。

提案理由は、道路法第８条第２項及び同法第１０条第３項の規定により、市町村道の認定・廃止

または変更については議会の議決に付さなければならないことから提案するものであります。

議案の内容は、議案の中の表で示しておりますとおり、町道静狩１６号線の起点・終点延長及び

幅員を変更するものであります。この町道静狩１６号線につきましては、このたび北海道新幹線建

設工事により道路付け替えがあり、線形が変更となったことから終点延長、幅員を変更するもので

あります。

議案に添付しております資料の町道路線変更位置図ならびに路線変更箇所図をご覧ください。赤

い破線でお示ししているところが、旧終点の位置でございます。赤い実線でお示ししているところ

が、今回変更後の線形であり、変更にかかる区間延長は６０１.５０メートルであり、新終点字静狩

４３８番地９地先であります。この終点の変更により旧延長２,８２６.２０メートルに対し、新延

長２,８２５.３２メートルとなり、０.８８メートルの減少となります。起点の変更につきましては、

起点の位置に変更ありませんが、地番表記に相違がありましたので、今回変更するものであります。

以上がただいま上程されました、議案第１７号町道の路線変更についての内容であります。よろ

しくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。
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◎議案第１８号 議決の変更について

（工事委託契約の締結（長万部町公共下水道根幹的施設の建設工事)）

○議長（柏倉恵里子） 日程第２１、議案第１８号議決の変更について（工事委託契約の締結（長

万部町公共下水道根幹的施設の建設工事)）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求

めます。

中里水道ガス課長。

○水道ガス課長（中里博也） ただいま上程されました、議案第１８号議決の変更につきまして、

提案理由と内容をご説明いたします。

このたびの変更につきましては、令和４年５月１３日に議決をいただきました長万部町公共下水

道根幹的施設の建設工事の委託に関する協定締結につきまして、工事完了前に設計変更等に係る費

用が減となったことから契約金額を減額変更し、あわせまして契約の相手方である下水道事業団理

事長が改選されたため、議会に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

基づき、議会の議決を求めるものでございます。

議決変更の内容につきましては、議決区分の、契約金額６億４,２００万円を５億８９３万円に

改め、同じく契約の相手方、日本下水道事業団理事長の「森岡泰裕」を「黒田憲司」に変更するも

のでございます。

以上がただいま上程されました、議案第１８号議決の変更についての提案理由とその内容でござ

います。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

２時１０分まで休憩いたします。

１３時５７分 休憩

１４時１０分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

◎議案第１９号 令和５年度長万部町一般会計補正予算（第１２号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第２２、議案第１９号令和５年度長万部町一般会計補正予算（第１２

号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、議案第１９号令和５年度長万部町一般会計補正
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予算（第１２号）について、その内容をご説明いたします。

今回の補正は、各種事務事業等の終了による執行経費をはじめ、物件費等の不用額や歳入を精査

するもので、歳入歳出から２億９,３１７万９,０００円を減額し、補正後の予算総額を７０億４,

１３２万３,０００円とするものであります。

内容は、補正予算書に添付しております概要により、歳出からご説明いたします。なお、科目ご

とに関連する歳入を説明しますが、その際ページが前後しますことをご了承願います。

議会費は１１１万４,０００円の減額で、旅費と需用費の執行残の整理であります。

総務費は３,９３４万８,０００円の減額であります。一般管理費は８０５万７,０００円の追加

で、職員手当等から委託料までの６項目は、執行残の整理、積立金１,２５４万円の追加は、財政

調整基金と土地開発基金は利息の整理、減債基金は、利息２,０００円の減額と、国の令和５年度

補正予算により追加交付された普通交付税のうち、臨時財政対策債償還基金費として交付された１,

２５３万８,０００円を積み立てるもの、寄附金１００万円の追加は、令和６年能登半島地震に係

る災害見舞金であります。

歳入では、１４国庫支出金、総務費国庫委託金、自衛官募集事務で２,０００円の減額、１５道

支出金、総務費道委託金、権限委譲事務で３１万１,０００円の追加であります。

文書広報費１０万円の減額は、需用費の執行残の整理。財産管理費は６２８万６,０００円の減

額で、委託料から備品購入費までの５項目は執行残の整理。

企画費は９４６万１,０００円の追加で、報酬から使用料及び賃借料までの８項目は、執行残の

整理、負担金・補助及び交付金２,７８９万９,０００円の追加は、北海道新幹線建設負担金２,８

１１万３,０００円の追加、及びその他負担金２１万４,０００円の減額、積立金は、利息の整理と

新幹線関連補償工事の事務費等精査による減額であります。

歳入では、１９諸収入、雑入、新幹線建設関連補償金１億９,３２８万５,０００円減額のうち、

１,６５０万円の減額、２０町債、総務債、新幹線対策債で２,５３０万円の追加であります。

電子計算費は４３万１,０００円の減額で、委託料と使用料及び賃借料の執行残の整理。交通安

全対策費は１３７万５,０００円の減額で、報酬、職員手当等、需用費の執行残の整理。ガス･温泉

管理費は２,５５４万円の減額で、委託料、工事請負費、公課費の執行残の整理であります。

２頁をご覧ください。防災防犯諸費は１,０６１万３,０００円の減額で、報酬から補償・補填及

び賠償金までの５項目は、執行残の整理。

歳入では、１５道支出金、総務費道補助金、災害時備蓄品整備事業で１０万円の減額、２０町債、

総務債、街路灯管理支援事業債で１０万円の減額であります。

賦課徴収費は１９８万円の減額で、需用費、役務費、委託料の執行残の整理。

知事道議選挙費７５万１,０００円の減額は、報酬、職員手当等、需用費の執行残の整理。

歳入では、１５道支出金、総務費道委託金、知事道議選挙で７５万４,０００円の減額でありま

す。

町議選挙費は９５５万１,０００円の減額で、報酬から負担金・補助及び交付金までの６項目は、

町議選挙が無投票になったことによる執行残の整理。

監査委員費は２３万９,０００円の減額で、旅費と負担金・補助及び交付金の執行残の整理であ

ります。

民生費は２,０８３万８,０００円の減額であります。社会福祉総務費は１９万３,０００円の減

額で、負担金・補助及び交付金は執行残の整理、国民健康保険特別会計への繰出金１６万６,００
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０円の追加は、保険基盤安定繰出金の増によるものであります。

歳入では、１４国庫支出金、民生費国庫負担金、国民健康保険税軽減費で６７万９,０００円の

追加、民生費国庫補助金、保育対策総合支援事業で３万８,０００円の減額、１５道支出金、民生

費道負担金、国民健康保険税軽減費で１６５万２,０００円の追加、２０町債、民生債、高齢者等

交通移動手段確保対策事業債で２１０万円の減額であります。

福祉センター費は６１万９,０００円の減額で、需用費と委託料の執行残の整理。老人福祉総務

費は１８６万３,０００円の減額で、委託料から積立金までの４項目は、執行残の整理。

歳入では、１９諸収入、雑入、給食サービス食事代実費で１０万円の減額であります。

老人福祉費１,２４９万９,０００円の減額は、介護保険特別会計繰出金。

歳入では、１４国庫支出金、民生費国庫負担金、低所得者保険料軽減負担金で１５万９,０００

円の減額。１５道支出金、民生費道負担金、低所得者保険料軽減負担金で１６万９,０００円の減

額であります。

地域会館等管理費は１９９万１,０００円の減額で、需用費、役務費、公有財産購入費の執行残

の整理。心身障害者特別対策費は９５９万円の追加で、委託料は執行残の整理。負担金・補助及び

交付金６８万１,０００円の追加は、利用者に係る事業費の増に伴う八雲町子ども発達支援センタ

ー事業負担金８０万１,０００円の追加、及び成年後見人報酬負担金１２万円の減額。扶助費９５

５万円の追加は、障害福祉サービス利用者の増による、介護・訓練等給付費１,３１５万円の追加、

び自立支援医療費などの執行残３６０万円の減額であります。

歳入では、１４国庫支出金、民生費国庫負担金、自立支援給付で１５０万円の減額、民生費国庫

補助金、地域生活支援事業で８３万１,０００円の減額、１５道支出金、民生費道負担金、自立支

援給付で７７万９,０００円の追加、民生費道補助金、地域生活支援事業で４７万７,０００円の減

額であります。

後期高齢者医療費１２４万９,０００円の減額は、後期高齢者医療特別会計繰出金。

歳入では、１５道支出金、民生費道負担金、後期高齢者医療保険料軽減費で７０万１,０００円

の減額であります。

老人福祉センター施設費８０万円の減額は需用費で、執行残の整理。

低所得世帯支援給付費は３５７万９,０００円の減額で、職員手当等から負担金・補助及び交付

金までの４項目は、執行残の整理。

歳入では、１４国庫支出金、民生費国庫補助金、低所得世帯支援給付金給付事業で歳出同額の３

５７万９,０００円の減額であります。

３頁をご覧ください。低所得世帯追加支援給付費は７９０万３,０００円の追加で、役務費４万

６,０００円の追加は、通信費３万２,０００円、口座振込手数料１万４,０００円の追加。委託料

１９万３,０００円の減額は執行残の整理。負担金・補助及び交付金８０５万円の追加は、対象件

数の確定による低所得世帯支援給付金であります。

歳入では、１４国庫支出金、民生費国庫補助金、低所得世帯追加支援給付金給付事業で歳出同額

の７９０万３,０００円の追加であります。

低所得者支援給付費３３３万３,０００円の減額は、委託料の執行残の整理。

歳入では、１４国庫支出金、民生費国庫補助金、低所得者支援給付金給付事業で歳出同額の３３

３万３,０００円の減額であります。

児童福祉総務費は１４万８,０００円の減額で、負担金・補助及び交付金と償還金・利子及び割
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引料は執行残の整理。扶助費５０万円の追加は、医療費の増に伴う乳幼児医療費であります。

歳入では、１４国庫支出金、民生費国庫負担金、未熟児医療費で１２万７,０００円の減額であ

ります。

児童措置費は１,２０５万７,０００円の減額で、報酬から扶助費までの６項目は、執行残の整理。

償還金・利子及び割引料１２８万３,０００円の追加は、事業費の確定に伴う、子どものための教

育保育給付交付金返還金であります。

歳入では、１４国庫支出金、民生費国庫負担金、児童手当で１９６万円の減額、子どものための

教育保育給付費で３６７万７,０００円の追加、子育てのための施設等利用給付費で１５万１,００

０円の減額。１５道支出金、民生費道負担金、児童手当で５２万円の減額、子どものための教育保

育給付費で１１８万８,０００円の追加、子育てのための施設等利用給付費で７万５,０００円の減

額、民生費道補助金、多子世帯保育料軽減事業で８２万８,０００円の追加であります。

衛生費は４,９６７万３,０００円の追加であります。保健衛生総務費は１８８万７,０００円の

減額で、給料、職員手当等、共済費の執行残の整理。予防費は１,９６６万５,０００円の減額で、

報酬から扶助費までの９項目は、執行残の整理。

歳入では、１４国庫支出金、衛生費国庫負担金、新型コロナウイルスワクチン接種事業で７７０

万円の減額、民生費国庫補助金、出産・子育て応援交付金で２３２万６,０００円の減額。１５道

支出金、民生費道補助金、出産・子育て応援交付金で７９万９,０００円の減額、衛生費道補助金、

新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業で１１２万４,０００円を追加いたしまし

た。

環境衛生費１８５万５,０００円の減額は、負担金・補助及び交付金の執行残の整理。

歳入では、１４国庫支出金、衛生費国庫補助金、合併浄化槽整備で１５万８,０００円の減額で

あります。

公害対策費１３万９,０００円の減額は、委託料の執行残の整理。清掃総務費１７４万２,０００

円の減額は、負担金・補助及び交付金の執行残の整理。ごみ処理費は７０２万２,０００円の減額

で、委託料と工事請負費の執行残の整理。

歳入では、１５道支出金、衛生費道補助金、海岸漂着物対策事業で３２０万円の減額であります。

し尿処理費は３０１万７,０００円の減額で、負担金・補助及び交付金は執行残、積立金は利息

の整理。病院事業費８,５００万円の追加は繰出金で、収支不足分に係る病院事業会計繰出金。

歳入では、２０町債、衛生債、地域医療対策債で４１０万円の追加であります。

農林水産業費は２,３００万５,０００円の減額であります。農業委員会費２５万円の減額は、旅

費の執行残の整理。

歳入では、１５道支出金、農林水産業費道補助金、農業委員会で３万３,０００円の追加、農地

利用最適化交付金で５４万２,０００円の追加、１９諸収入、雑入、農業者年金業務委託金で５万

３,０００円の減額であります。

農業総務費は４１万円の減額で、共済費と使用料及び賃借料の執行残の整理。農地費は３１８万

７,０００円の減額で、委託料、工事請負費、負担金・補助及び交付金の執行残の整理。

歳入では、１２分担金及び負担金、農林水産業費分担金、道営草地整備事業分担金で１００万４,

０００円の減額。１５道支出金、農林水産業費道補助金、道営草地整備事業で１６万円の減額。１

９諸収入、雑入、新幹線建設関連補償金１億９,３２８万５,０００円減額のうち、２４万１,００

０円の減額。２０町債、農林水産業債、草地整備債で１４０万円の減額であります。



- 44 -

林業総務費２,０００円の減額は積立金で、森林環境譲与税基金の利息の整理。林業振興費は１,

７８４万８,０００円の減額で、旅費から負担金・補助及び交付金までの５項目は、執行残の整理。

歳入では、１５道支出金、農林水産業費道補助金、森林病害虫等防除事業で３,０００円の減額、

林業振興事業で６３８万円の減額、合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進対策事業で３０

０万円の減額、１６財産収入、物品売払収入９７万７,０００円の追加。１８繰入金、森林環境譲

与税基金繰入金で２万７,０００円の減額であります。

４頁をご覧ください。分収造林事業費は８７７万４,０００円の減額で、需用費と工事請負費の

執行残の整理。

歳入では、１９諸収入、雑入、分収造林収入で７４６万５,０００円の減額であります。

林道新設改良費１４１万６,０００円の減額は、負担金・補助及び交付金の執行残の整理。

歳入では、２０町債、農林水産業債、林道整備債で１９０万円の減額であります。

水産基盤整備費は２０５万４,０００円の減額で、需用費と負担金・補助及び交付金の執行残の

整理。

歳入では、２０町債、農林水産業債、水産基盤整備債で２００万円の減額であります。

水産物流通加工基盤強化対策費１,３００万円の追加は、ホタテウロ処理に係る水産廃棄物リサ

イクル施設維持管理運営委託料で、燃料費の高騰などに伴う経費の増加によるもの。

歳入では、１３使用料及び手数料、農林水産手数料、水産廃棄物処理手数料で８２５万円の減額

であります。

アイヌ農林漁業対策事業費２０６万４,０００円の減額は、負担金・補助及び交付金の執行残の

整理であります。

歳入では、１５道支出金、農林水産業費道補助金、アイヌ農林漁業対策事業で２０６万４,００

０円の減額であります。

商工費は１７４万９,０００円の減額であります。商工総務費は１５万９,０００円の減額で、職

員手当等４万１,０００円の追加は、扶養親族の増に伴う扶養手当２万円、寒冷地手当２万１,００

０円の追加、旅費は執行残の整理。

歳入では、１５道支出金、商工費道補助金、消費者行政強化事業で１０万円の減額であります。

商工振興費１０２万円の減額は、負担金・補助及び交付金の執行残の整理。観光費３５万円の減

額は、負担金・補助及び交付金の執行残の整理。多目的活動センター施設費２２万円の減額は、需

用費の執行残の整理であります。

土木費は２億２,６２６万８,０００円の減額であります。土木総務費は９６万２,０００円の減

額で、給料１万８,０００円の追加は昇給に伴うもの、職員手当等１万４,０００円の追加は住居手

当、旅費と負担金・補助及び交付金は執行残の整理。

歳入では、１８繰入金、北海道新幹線建設関連補償事業基金繰入金４５６万３,０００円減額の

うち、１万７,０００円の減額であります。

大型乗用車両等管理費６７万円の減額は、需用費の執行残の整理。道路橋梁総務費１６万２,０

００円の減額は、委託料の執行残の整理。道路橋梁維持費は１,８８４万１,０００円の減額で、需

用費から工事請負費までの４項目は、執行残の整理。

歳入では、１４国庫支出金、土木費国庫補助金、橋梁長寿命化修繕事業で７１万３,０００円の

減額、除雪事業で２,０４４万５,０００円の減額であります。

道路新設改良費１億７,８４９万１,０００円の減額は、旅費、委託料、町道長万部中の沢線外付
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替工事に係る工事請負費の執行残の整理。

歳入では、１９諸収入、雑入、新幹線建設関連補償金１億９,３２８万５,０００円減額のうち、

１億７,８３９万１,０００円の減額であります。

河川維持費２４６万３,０００円の減額は、委託料と工事請負費の執行残の整理。

歳入では、２０町債、土木債、河川整備債で１３０万円の減額であります。

都市計画総務費は６０５万４,０００円の減額で、報酬、旅費、委託料の執行残の整理。

歳入では、１４国庫支出金、土木費国庫補助金、街路交通調査事業で４６万円の減額、地域公共

交通確保維持改善事業で７４万１,０００円の減額。１８繰入金、北海道新幹線建設関連補償事業

基金繰入金４５６万３,０００円減額のうち、４７９万４,０００円の減額であります。

公園費は４７４万５,０００円の減額で、報酬から原材料費までの５項目は執行残の整理であり

ます。

５頁をご覧ください。住宅管理費は１３２万５,０００円の減額で、需用費、委託料、工事請負

費の執行残の整理であります。住宅建設費は１,２５５万５,０００円の減額で、委託料、工事請負

費、補償・補填及び賠償金の執行残の整理。

歳入では、１４国庫支出金、土木費国庫補助金、公営住宅建設で８６０万２,０００円の追加。

１９諸収入、雑入、新幹線建設関連補償金１億９,３２８万５,０００円減額のうち、８４万７,０

００円の減額。２０町債、土木債、公営住宅建設債で２,１１０万円の減額であります。

消防費は６７１万７,０００円の減額であります。常備消防費は１１５万１,０００円の減額で、

職員手当等から負担金・補助及び交付金までの６項目は、執行残の整理。

歳入では、１９諸収入、雑入、高速道路救急業務支弁金で１０４万円の追加であります。

非常備消防費は１４４万２,０００円の減額で、報酬、需用費、負担金・補助及び交付金の執行

残の整理。消防施設費は４１２万４,０００円の減額で、工事請負費と備品購入費は執行残の整理。

歳入では、１４国庫支出金、消防費国庫補助金、緊急消防援助隊設備整備事業で２０３万７,０

００円の減額、１８繰入金、北海道新幹線建設関連補償事業基金繰入金４５６万３,０００円減額

のうち、２４万８,０００円の追加、１９諸収入、雑入、新幹線建設関連補償金１億９,３２８万５,

０００円減額のうち、２６９万４,０００円の追加、２０町債、消防債、消防設備債で６９０万円

の減額であります。

教育費は２,１１９万円の減額であります。事務局費は５６７万１,０００円の減額で、報酬から

貸付金までの８項目は、執行残の整理。

歳入では、２０町債、教育債、高等学校教育環境整備債で１９０万円の減額であります。

小学校費、学校管理費は２４９万８,０００円の減額で、需用費から備品購入費までの４項目は、

執行残の整理。

歳入では、１４国庫支出金、教育費国庫補助金、学校保健特別対策事業４５万円減額のうち、２

２万５,０００円の減額であります。

小学校費、教育振興費は７８万４,０００円の減額で、委託料と扶助費の執行残の整理。中学校

費、学校管理費は２１４万９,０００円の減額で、需用費から備品購入費までの４項目は、執行残

の整理。

歳入では、１４国庫支出金、教育費国庫補助金、学校保健特別対策事業４５万円減額のうち、２

２万５,０００円の減額であります。

社会教育総務費は１２６万９,０００円の減額で、報酬は執行残の整理、給料２,０００円の追加
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は昇給に伴うもの、報償費から負担金・補助及び交付金までの５項目は、執行残の整理。町民セン

ター施設費３５万円の減額は、需用費の執行残の整理。学習文化センター施設費は５０万３,００

０円の減額で、報酬、需用費、委託料の執行残の整理であります。

６頁をご覧ください。保健体育総務費は６９万２,０００円の減額で、報酬から負担金・補助及

び交付金までの５項目は、執行残の整理、寄附金５万円の追加は、Ｂ＆Ｇネットワークによる令和

６年能登半島地震に係る災害見舞金。ファミリースポーツセンター施設費は８０万８,０００円の

減額で、職員手当等と需用費の執行残の整理。青少年会館施設費１０万円の減額は、需用費の執行

残の整理。海洋センター施設費は４０４万９,０００円の減額で、報酬と需用費の執行残の整理。

学校給食センター費は２３１万７,０００円の減額で、需用費、委託料、工事請負費の執行残の整

理。

歳入では、２０町債、教育債、学校給食施設整備債で１５０万円の減額であります。公債費は２

６２万３,０００円の減額であります。

元金４万８,０００円の追加は、利率見直しによる償還元金の変更によるもの。利子２６７万１,

０００円の減額は、令和４年度借入分の利率確定による整理であります。

１頁にお戻りください。次に、歳入についてご説明いたします。ただいま、歳出でご説明した分

は、省略させていただきます。

町税は６,０７３万９,０００円の追加であります。個人町民税は、現年課税分が漁業者所得額の

増による１,６００万円の追加。法人町民税は、現年課税分が事業収益の増による法人税割１,００

０万円の追加、滞納繰越分が滞納繰越税額がないことにより６万１,０００円の減額。固定資産税

は、現年課税分が償却資産の増加に伴う２,５００万円の追加、滞納繰越分が徴収額の減により１

２０万円の減額。町たばこ税は、現年課税分が、たばこ本数の増による１,０００万円の追加。入

湯税は、現年課税分が入湯客の増による１００万円の追加であります。

使用料及び手数料は８６９万８,０００円の減額であります。商工使用料、多目的活動センター

使用料７万円の追加、土木使用料、バンガロー使用料５２万２,０００円の減額、パークゴルフ場

使用料１８万６,０００円の減額、教育使用料、スポーツセンター使用料１,０００円の減額、消防

手数料１９万１,０００円の追加は、それぞれ、利用状況等を精査し整理いたしました。

国庫支出金は２,５９３万７,０００円の減額であります。２頁をご覧ください。教育費国庫補助

金、特別支援学級児童生徒は８万８,０００円の減額で、就学援助支出額の減によるものでありま

す。３頁をご覧ください。道支出金は１,１９４万５,０００円の減額であります。民生費道補助金、

地域づくり総合交付金１０万円の追加は、旅券電子申請用端末に対する補助金であります。

４頁をご覧ください。財産収入は３８０万２,０００円の追加であります。財産貸付収入、土地

貸付収入９０万２,０００円の追加及び家屋貸付収入８３万１,０００円の追加は、実績を考慮して

整理いたしました。利子及び配当金、配当金３万２,０００円の追加及び利子３万９,０００円の減

額は、年度末を見込んで整理いたしました。不動産売払収入、立木売払収入１０９万９,０００円

の追加は、事業の確定による増加分を整理いたしました。寄附金、まちづくり寄附金、企業版ふる

さと応援寄附金２,２６０万円の減額は、年度末を見込んで整理いたしました。

繰入金は７,７７５万６,０００円の減額であります。財政調整基金繰入金は６,１８４万３,００

０円の減額で、今回の補正に伴う歳出不用額と歳入を精査し、一般財源を後年度以降の財源調整と

するため、財政調整基金からの繰入金を減額するものであります。なお、この減額をした後の財政

調整基金残高見込額は４億６４４万円となります。まちづくり基金繰入金は１,１３２万３,０００
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円の減額で、対象事業費の確定に伴い整理いたしました。

諸収入は１億９,８９８万円の減額であります。宝くじ交付金収入８２万９,０００円の追加は、

交付額の確定によるもの。雑入、私用電気料１０万４,０００円の追加は、電気料金の値上げに伴

うもの、講座受講料５万円の減額は、受講者の減によるものであります。

次に、補正予算書の６頁をご覧ください。第２表は、繰越明許費であります。繰越明許費の追加

は、款・総務費、項・戸籍住民基本台帳費、事業名・番号制度システム整備事業、金額１,０７１

万４,０００円以内と、款・商工費、項・商工費、事業名・地域商品券交付事業、金額８１万６,０

００円以内を、令和５年度内の事業完了が期間的に困難なことから、令和６年度に繰越して使用す

るというものであります。

７頁をご覧ください。第３表は、地方債補正であります。地方債の変更は、起債の目的・新幹線

対策から学校給食施設整備までの１２項目で、変更前の総額４億６,５６０万円を変更後の総額４

億５,４８０万円に１,０８０万円減額し、この表のとおり変更したいというものであります。

以上が、令和５年度長万部町一般会計補正予算（第１２号）の内容であります。なお、譲与税等

の決定は、例年どおり年度末となる見込みのため、専決処分で対応したいと考えておりますので、

あらかじめご承知おき願います。以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑は歳出より行います。はじめに議会費、２

０頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に総務費、２０頁から２６頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に民生費、２６頁から２９頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に衛生費、２９頁から３１頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に農林水産業費、３２頁から３４頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に商工費、３４頁から３５頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に土木費、３５頁から３８頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に消防費、３８頁から３９頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に教育費、３９頁から４３頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に公債費、４３頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

以上で歳出を終わります。

続いて歳入を行います。はじめに町税８頁から９頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に分担金及び負担金、９頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕
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次に使用料及び手数料、９頁から１０頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に国庫支出金、１０頁から１２頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に道支出金、１３頁から１５頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に財産収入、１５頁から１６頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に寄附金、１６頁です。ありませんか。

高森議員。

○議員（６番 高森功治） ２,２６０万円の減額だったんですけど、これ何件くらい寄付来ました

か。

○議長（柏倉恵里子） 中山まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（中山裕幸） 今年度の実績ということだと思うんですけども、今のところ

１２件です。

○議長（柏倉恵里子） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に繰入金、１７頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に諸収入、１７頁から１８頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に町債、１８頁から１９頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

以上で歳入を終わります。

次に６頁をご覧ください。第２表、繰越明許費を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に７頁をごらんください。第３表、地方債補正を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第２０号 令和５年度長万部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第２３、議案第２０号令和５年度長万部町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。
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佐藤町民課長。

○町民課長（佐藤剛） ただいま上程されました、議案第２０号令和５年度長万部町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）の提案内容についてご説明いたします。

今回の補正は、歳入歳出にそれぞれ２３０万４,０００円を追加し、補正後の予算総額を１億９

１５万４,０００円とするものであります。補正予算の内容につきましては、補正予算書に添付し

ております概要によりご説明いたします。

はじめに、歳出からご説明いたします。後期高齢者医療広域連合納付金、負担金補助及び交付金

２３０万４,０００円の追加は、保険料等負担金の増により追加するものであります。

次に、歳入についてご説明いたします。後期高齢者医療保険料は、２８０万円の追加であります。

特別徴収保険料、現年度分特別徴収保険料１５８万円の減額、普通徴収保険料、現年度分普通徴収

保険料４３８万円の追加は、被保険者の増減によるものであります。

繰入金は、１２４万９,０００円の減額であります。事務費繰入金３１万２,０００円、保険基盤

安定繰入金９３万７,０００円の減額は、いずれも額の確定によるものであります。

繰越金７５万３,０００円の追加は、前年度繰越金であります。

以上が、議案第２０号令和５年度長万部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の内容で

あります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑は歳入歳出を一括して行います。３頁から

４頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第２１号 令和５年度長万部町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第２４、議案第２１号令和５年度長万部町国民健康保険特別会計補正

予算（第３号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤町民課長。

○町民課長（佐藤剛） ただいま上程されました、議案第２１号令和５年度長万部町国民健康保険

特別会計補正予算（第３号）の提案内容についてご説明いたします。

今回の補正は、 歳入歳出にそれぞれ２,４６９万円を追加し、補正後の予算総額を７億５,０８

１万１,０００円とするものであります。補正予算の内容につきましては、補正予算書に添付して

おります概要によりご説明いたします。

はじめに、歳出からご説明いたします。保険給付費は、１５０万円の減額であります。負担金補

助及び交付金で、出産育児一時金１０８万円、葬祭費４２万円の減額は、いずれも件数の減による
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減額であります。保健事業費特定健康診査等事業費備品購入費１１万１,０００円の減額は、特定

健診業務端末機器を国保連合会で一括調達したことにより、減額するものであります。

積立金、基金積立金、積立金は ２,６３０万１,０００円の追加で、繰越金と今回の補正で生じ

た財源を、後年度以降の財政調整のため、国民健康保険財政調整基金に積み立てるものであります。

次に、歳入についてご説明いたします。道支出金、保険給付費等交付金、普通交付金７８万円の

減額は、保険給付費の減少によるものであります。

繰入金、一般会計繰入金１６万６,０００円の追加は、保険基盤安定繰入金の増により、追加す

るものであります。繰越金２,５３０万４,０００円の追加は、前年度繰越金であります。

以上が、議案第２１号令和５年度長万部町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）の提案内容

であります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑は歳入歳出を一括して行います。３頁から

４頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第２２号 令和５年度長万部町介護保険特別会計補正予算（第４号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第２５、議案第２２号令和５年度長万部町介護保険特別会計補正予算

（第４号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

岡部保健福祉課長。

○保健福祉課長（岡部忠） ただいま上程されました、議案第２２号令和５年度長万部町介護保険

特別会計補正予算（第４号）について、その内容をご説明いたします。

今回の補正は、保険料賦課・補助金等の交付額の確定及び執行済経費の整理等のための補正で、

歳入歳出から８,７９８万４,０００円を減額し、補正後の予算総額を８億７,９１４万８,０００円

とするものであります。内容につきましては、補正予算書に添付しております概要により、歳出か

らご説明いたします。

１総務費は、３９万３,０００円の増額であります。一般管理費、給料１２万６,０００円の減額、

職員手当等５２万２,０００円の減額、共済費７８万９,０００円の減額は、人事異動による執行残

を整理するためのものであります。委託料３４１万円の追加は、介護保険法改正対応システム改修

委託であります。歳入では、４国庫支出金、事業費補助金、介護保険事業費補助金８０万円を計上

いたしました。

認定調査等費、報酬３９万円の減額は、嘱託介護認定調査員による認定調査件数の減。役務費６

７万円の減額は、主治医意見書作成件数の減。委託料３０万円の減額は、認定調査委託件数の減に
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よるものであります。委員会費、委託料２２万円の減額は、第９期計画策定業務委託の執行残であ

ります。

２保険給付費は、７,６４０万７,０００円の減額であります。居宅介護予防サービス給付費、負

担金・補助及び交付金２２０万の減額、地域密着型サービス給付費、負担金・補助及び交付金９３

５万３,０００円の減額、施設介護サービス給付費、負担金・補助及び交付金４,８０５万１,００

０円の減額、サービス計画給付費、負担金・補助及び交付金１４６万５,０００円の減額、特定入

所者サービス等費、負担金・補助及び交付金１,５３３万８,０００円の減額は、サービス給付費等

の減額で、それぞれ年度末までの所要額を見込んだうえ減額するものであります。

これら保険給付費に対応する歳入につきましては、１保険料、第１号被保険者保険料、現年度分

特別徴収保険料６７０万２,０００円の追加、４国庫支出金、介護給付費負担金、現年度分２６０

万９,０００円の追加、調整交付金、現年度分４９３万９,０００円の減額、５支払基金交付金、介

護給付費交付金、現年度分３,９８４万円の減額、６道支出金、介護給付費負担金、現年度分２,１

６０万５,０００円の減額、８繰入金、一般会計繰入金、低所得者保険料軽減繰入金１３万３,００

０円の減額、介護給付費準備基金繰入金、介護給付費準備基金繰入金１,９２０万１,０００円の減

額を計上いたしました。

３地域支援事業費は、１,１９７万円の減額であります。一般介護予防事業費、委託料１５万円

の減額は、一般介護予防事業の開催回数の減、負担金・補助及び交付金３万円の減は、総合事業費

清算金の減で利用者数の減によるものであります。

包括的支援・任意事業費、報酬８５万円の減額は、生活支援体制整備事業協議体委員報酬１５万

円の減額で会議開催回数の減、会計年度任用保健師報酬７０万円の減額で勤務日数の減によるもの

であります。

給料３９０万７,０００円の減額、職員手当等３１７万１,０００円の減額、共済費２５８万５,

０００円の減額は退職による不用額を整理いたしました。

委託料９３万７,０００円の減額は、地域包括支援センター事務委託６０万円の減額で執行残、

介護予防サービス計画作成委託１８万円の減額で委託件数の減、配食サービス事業委託９万７,０

００円の減で利用者の減、徘徊高齢者位置情報確認事業委託６万円の減で利用見込みがないため減

額するものであります。

負担金・補助及び交付金３４万円の減額は、成年後見人報酬負担金が３０万円の減額で利用者の

減によるもの。認知症初期集中支援チーム員研修負担金が４万円の減額で、研修を受講できなかっ

たことによるものであります。

これら地域支援事業費に対応する歳入につきましては、４国庫支出金、地域支援事業交付金、現

年度分３８万５,０００円の減額、保険者機能強化推進交付金、保険者機能強化推進交付金６５万

６,０００円の追加、介護保険保険者努力支援交付金、介護保険保険者努力支援交付金８５万４,０

００円の追加、５支払基金交付金、地域支援事業交付金、現年度分１０８万１,０００円の減額、

６道支出金、地域支援事業交付金５万５,０００円の減額、８繰入金、一般会計繰入金、その他一

般会計繰入金１,２３６万６,０００円の減額のうち地域支援事業繰入金として１,１９５万９,００

０円の減額を計上いたしました。

次に、歳入についてご説明いたします。ただいま歳出でご説明した分は省略させていただきます。

８繰入金、一般会計繰入金、その他一般会計繰入金１,２３６万６,０００円の減額のうち、地域

支援支援事業繰入金１,１９５万９,０００円の減額を除いた４０万７,０００円を人件費・事務費
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繰り入れ分として減額するものであります。

以上がただいま上程されました、令和５年度長万部町介護保険特別会計補正予算（第４号）につ

いての内容であります。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑は歳入歳出を一括して行います。３頁から

９頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第２３号 令和５年度長万部町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第２６、議案第２３号令和５年度長万部町公共下水道事業特別会計補

正予算（第４号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

中里水道ガス課長。

○水道ガス課長（中里博也） ただいま上程されました、議案第２３号令和５年度長万部町公共下

水道事業特別会計補正予算（第４号）の内容につきましてご説明をいたします。

公共下水道事業特別会計につきましては、令和６年４月１日から公営企業会計へ移行するため、

公営企業の設置等に関する条例の経過措置に基づき、３月末をもって打切決算を行うこととなり、

繰越明許費のみ移行会計への補正を行うものでございます。

第１表の繰越明許費をご覧願います。款、下水道費、項、公共下水道費、事業名長万部終末処理

場更新事業、金額３億５,８３０万円以内について、令和５年度内の事業完了が期間的に困難なこ

とから、令和６年度に繰越して使用するというものでございます。

以上が、令和５年度長万部町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）の内容でございます。

よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。１頁をご覧ください。第１表繰越明許費を行い

ます。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。



- 53 -

◎議案第２４号 令和５年度長万部町ガス事業会計補正予算（第３号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第２７、議案第２４号令和５年度長万部町ガス事業会計補正予算（第

３号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

中里水道ガス課長。

○水道ガス課長（中里博也） ただいま上程されました、議案第２４号令和５年度長万部町ガス事

業会計補正予算（第３号）の内容につきましてご説明をいたします。

補正予算の内容につきましては、補正予算書に添付しております概要によりご説明をいたします。

今回の補正は、収益的収入及び支出で支出のみの補正でございます。予算第３条に定めた収益的

収入及び支出のうち、支出のガス事業費に６００万円を追加し、補正後の支出予定額を１億５,０

３３万５,０００円に改めるものでございます。内訳では、消費税６００万円の追加で新幹線関連

工事等に伴う増額分でございます。

以上が、令和５年度長万部町ガス事業会計補正予算（第３号）の内容でございます。よろしくご

審議のほどお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。収益的支出、２頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第２５号 令和５年度長万部町病院事業会計補正予算（第３号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第２８、議案第２５号令和５年度長万部町病院事業会計補正予算（第

３号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

本前病院事務長。

○病院事務長（本前武広） ただいま上程されました、議案第２５号令和５年度長万部町病院事業

会計補正予算（第３号）について、その内容をご説明いたします。

今回の補正は、収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出にかかる補正であります。補正予

算の内容につきましては、補正予算書に添付しております概要によりご説明いたします。

はじめに、収益的収入及び支出についてご説明いたします。概要の１頁をご覧ください。予算第

３条に定める収益的収入及び支出のうち支出の病院事業費用から５,１１７万９,０００円を減額し、

補正後の支出予定額を７億１,４６３万１,０００円に改めるものであります。

内訳は、給与費の給料が１,２５１万５,０００円の減額、手当は８７５万１,０００円の減額で、

職員及び会計年度任用職員に係る各種手当に係るもの。報酬１,３１０万５,０００円の減額は看護

師報酬、法定福利費３０５万３,０００円の減額は社会保険料、退職給付費５４５万円の減額は退職
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手当組合負担金で、それぞれ年度末を見込み整理いたしました。材料費の薬品費３００万円の減額

は医薬品費、診療材料費１５０万円の減額は各種診療材料で、執行残の整理であります。経費の旅

費交通費３９万円の追加及び職員被服費２３万５,０００円の追加は医師及び看護師に係るもの。修

繕費１０８万２,０００円の減額は、医療機器設備修理にかかるもの。賃借料２６０万円の減額は医

療機器借上料等の執行残を整理いたしました。研究研修費の旅費７４万８,０００円の減額は、各種

研修会等に係る執行残の整理であります。

次に、収入は病院事業収益から６,８３９万６,０００円を減額し、補正後の収入予定額を６億８,

５７４万４,０００円に改めるものあります。内訳は入院収益が７,４８６万円の減額で、入院患者

数の減によるもの。外来収益は８,０５６万９,０００円の減額は外来患者数の減によるもの。他会

計補助金８,５００万円の追加は、入院外来収益の減収分を一般会計から補てんするもの。その他医

業外収益２０３万３,０００円の追加は物価高騰対策支援金等であります。

次に、資本的収入及び支出についてご説明いたします。概要の２頁をご覧ください。予算第４条

に定める資本的収入及び支出の資本的支出から１０２万８,０００円を減額し、補正後の支出予定額

を１,２３７万２,０００円に改めるものであります。内訳は病院施設費の工事請負費７７万４,００

０円の減額はＬＧＷＡＮ配線工事に係るもの。機械器具備品購入費５万７,０００円の減額は電子ジ

ャー付きガス炊飯器購入に係るもの。リース資産購入費１９万７,０００円の減額は全自動糖分析装

置購入に係る執行残の整理であります。なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額７

８４万２,０００円は過年度分損益勘定留保資金７８４万２,０００円で補てんをいたします。

補正予算書の１頁をご覧ください。第２条業務の予定量の年間患者数、入院延べ６,５７０人を４,

８１７人に。外来延べ２万１,３８４人を１万７,０９７人に改めるものであります。第３条の収益

的収入及び支出、第４条の資本的収入及び支出は、概要の中で説明いたしましたので省略させてい

ただきます。

２頁をご覧ください。第５条は予算第６条で定めた議会の議決を経なければ流用することのでき

ない経費を改めるもので、給与費の減額により予算総額を４億６,１９６万２,０００円に改めるも

のであります。第６条は他会計からの補助金で、予算第７条中３億７,５００万円を４億６,０００

万円に改めるものであります。第７条は棚卸資産購入限度額で、材料費の減額により予算第８条中

６,０５５万円を５,６０５万円に改めるものであります。

以上が、令和５年度長万部町病院事業会計補正予算（第３号）の内容であります。よろしくご審

議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。はじめに収益的収入及び支出を行います。５頁

から６頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に、資本的支出を行います。６頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に１頁をご覧ください。第２条業務の予定量、２頁、第５条議会の議決を経なければ流用する

ことのできない経費、第６条他会計からの補助金及び第７条棚卸資産購入限度額を一括して行いま

す。ありませんか。

高森議員。

○議員（６番 高森功治） ２頁第６条、３億７,５００万を４億６,０００万に改めるとなってま

すけど、この４億６,０００万という数字を今見まして、率直に町長はどうお考えですか。

○議長（柏倉恵里子） 木幡町長。
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○町長（木幡正志） おかげで先ほど予算通してもらったんだけども、今コロナ禍の中でも病院の

経営改革やってる最中なんだけども、やっぱりこのくらいコロナが落ち着いたというものの、病院

事業内容の、それこそ上向きは未だかつて見えない。だけど病院の経営を１日たりともおろそかに

することはできないということがひとつの考え方であって、継続するためにはこれはもう認めてい

くしかないなと思ってます。どうぞよろしく。

○議長（柏倉恵里子） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第２６号 令和６年度長万部町一般会計予算から

◎議案第３３号 令和６年度長万部町病院事業会計予算まで

○議長（柏倉恵里子） 日程第２９、議案第２６号令和６年度長万部町一般会計予算から日程第３

６、議案第３３号令和６年度長万部町病院事業会計予算までの８件の議題を、会議規則第３７条の

規定により一括議題といたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております８件の議案については、議長を除く９人の委

員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって、ただいま議題になっております８件の議案については議長を除

く９人の委員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定

いたしました。

委員長、副委員長互選のため暫時休憩いたします。

１５時１３分 休憩

１５時２３分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

ただいま休憩中に開催した予算審査特別委員会において委員長および副委員長が互選されました

のでご報告いたします。

委員長に高橋議員、副委員長に高森議員。以上のとおりであります。

議案配付のため暫時休憩いたします。

１５時２４分 休憩

１５時２５分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。
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◎諸般の報告

○議長（柏倉恵里子） 諸般の報告を事務局長からいたします。

増田事務局長。

○議会事務局長（増田理恵） 諸般の報告をいたします。ただいまから議題となります諮問第１号

人権擁護委員の推薦についての議案が町長より提出されましたのでお手元に配付いたしました。以

上であります。

○議長（柏倉恵里子） 以上で諸般の報告を終わります。

◎諮問第１号 人権擁護委員の推薦について

○議長（柏倉恵里子） 日程第３７、諮問第１号人権擁護委員の推薦についての件を議題といたし

ます。提出者の説明を求めます。

木幡町長。

○町長（木幡正志） ただいま上程されました、諮問第１号人権擁護委員の推薦につきまして、提

案理由をご説明いたします。

長万部町には、現在３名の人権擁護委員が法務大臣から委嘱されております。このたびそのうち

の石垣聖子氏が令和６年６月３０日付をもって任期満了となりますので、再度推薦いたしたく人権

擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。住所などにつきまし

ては議案に記載のとおりであります。なお、任期は令和６年７月１日から令和９年６月３０日まで

の３年であります。ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。以上です。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本件を採決いたします。

お諮りいたします。本件はこれに同意することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本件はこれに同意することに決定いたしました。

◎休会の決定

○議長（柏倉恵里子） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。

お諮りいたします。議案等の調査のため３月８日から１１日までの４日間を休会としたいと思い

ますが、これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって３月８日から１１日までの４日間を休会にすることに決定いたし

ました。なお、本会議は３月１２日午前１０時から再開いたしますのでご承知おき願います。
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◎散会宣告

○議長（柏倉恵里子） 本日はこれにて散会いたします。どうもお疲れ様でした。

１５時２８分 散会


